
 

 

 

 

令 和 ３ 年 度 

 

八代市議会総務委員会記録 
 

 

 

 

 

 

審 査 ・ 調 査 案 件 

 

１．議案第１１７号・令和２年度八代市一般会計歳入歳出決算（関係分）外１件… ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 1 0 月 2 9 日（金曜日）



 

－1－

総務委員会会議録 

 

令和３年１０月２９日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時０６分閉議（実時間２３６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１１７号・令和２年度八代市一般会

計歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第１２３号・令和２年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  古 嶋 津 義 君 

副委員長  髙 山 正 夫 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  橋 本 貴 喜 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者      宮 本 誠 司 君 

 財務部長       尾 﨑 行 雄 君 

  財務部次長     岩 瀬 隆 敏 君 

  納税課長      坂 井 宏 全 君 

  財政課長      續   良 彦 君 

  市民税課長     山 内 真奈美 君 

  財産経営課長    山 本 浩 司 君 

 教育部 

  教育部次長     福 本 桂 三 君 

 市長公室長      佐 藤 圭 太 君 

  秘書広報課長補佐 
            秋 田 大 助 君 
  兼秘書係長 
 

 総務企画部長     稲 本 俊 一 君 

  総務企画部次長   廣 兼 和 久 君 

  危機管理課長    西 村 一 章 君 

  デジタル推進課長  鋤 田 敦 信 君 

 市民環境部長     谷 脇 信 博 君 
 
  市民活動政策課長 
            吉 井 光 博 君 
  （消費生活センター所長兼務） 
 
 
  人権政策課長 
            角   竜一郎 君 
  （人権啓発センター所長兼務） 
 

 建設部 

  新庁舎建設課長   豊 田 浩市郎 君 

部局外 

 議会事務局長     岩 﨑 和 也 君 

  議会事務局次長   増 田 智 郁 君 

                              

○記録担当書記     村 上 政 資 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（古嶋津義君） 定刻となり、定足数

に達しましたので、ただいまから総務委員会を

開会いたします。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。 

 審査に入ります前に、まず、決算審査の進め

方について御説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、１０月２２

日の本委員会でも報告いたしましたが、まず、

一般会計決算の歳入及び各特別会計決算の歳入

の審査については、令和２年度八代市一般会計

歳入歳出決算書または令和２年度八代市特別会

計歳入歳出決算書に基づいて、次に、一般会計

決算の歳出及び各特別会計決算の歳出の審査に

ついては、令和２年度における主要な施策の成

果に関する調書及び土地開発基金の運用状況に

関する調書に基づいて説明を聴取し、監査委員

からの審査意見書も含めたところで質疑を行う
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ことといたしております。 

 また、審査の流れといたしましては、それぞ

れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と

いたしております。 

 そのほかの審査方法については、お手元に配

付しておりますような方法で進めさせていただ

きます。よろしくお願いをいたします。 

 次に、審査日程についてですが、事前に配付

いたしております日程表のとおり、審査の進行

によっては、予定している審査項目を１１月１

日月曜日の予備日に繰り越すことも考えられま

す。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をお願いをいたし

ます。 

                              

◎議案第１１７号・令和２年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、本委員会

に付託されております決算議案２件の審査に入

ります。 

 まず、議案第１１７号・令和２年度八代市一

般会計歳入歳出決算中、当委員会関係分を議題

とし、歳入等について執行部から一括して説明

を求めます。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財務部の尾﨑でございます。本日の決算

審査、お世話になります。 

 それでは、総務委員会に付託されました決算

議案につきまして、本日の説明者を簡単に申し

上げます。まず、一般会計の説明は、全体の歳

入を岩瀬財務部次長、歳出の総務費など関係分

を同じく岩瀬財務部次長、議会費を増田議会事

務局次長、消防費を廣兼総務企画部次長が説明

いたします。また、ケーブルテレビ事業特別会

計は鋤田デジタル推進課長が説明いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の岩瀬でございます。よろしくお願

いいたします。失礼しまして、着座にて説明さ

せていただきます。 

 それでは、議案第１１７号・令和２年度八代

市一般会計歳入歳出決算について説明いたしま

す。 

 まず、歳入を説明する前に、一般会計全体の

収支状況について、恐れ入りますが、一般会計

歳入歳出決算書の最後のページ、２１０ページ

をお願いいたします。 

 一般会計の実質収支に関する調書でございま

すが、表の上段１、歳入総額は８３３億８９１

８万２０００円で、前年度に比べ２０１億３４

０１万９０００円、３１.８％の増加でござい

ます。 

 次の２、歳出総額は、８１８億２０１２万円

で、前年度に比べて１９４億８８７万円、３

１.１％の増加でございます。 

 このように、歳入歳出ともに大幅に増加して

おり、新市合併以来、最大の決算額となってお

ります。 

 次の３、歳入歳出差引額、いわゆる形式収支

は、１５億６９０６万２０００円で、この形式

収支から、次の４、翌年度へ繰り越すべき財源

の計２億７０８４万円を差し引いた、その下の

５、実質収支額は、１２億９８２２万２０００

円の黒字となっておりまして、これが翌年度へ

の実質的な繰越金となります。 

 それでは、歳入を説明します。戻りまして、

２４、２５ページをお願いいたします。 

 歳入の金額につきましては、右側のページの

中ほどにある収入済額を１０００円未満切捨て

で説明させていただきます。 

 なお、国や県の支出金あるいは市債など、事

業に係る特定財源につきましては、歳出でも出

てまいりますので、簡潔に説明させていただき
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ます。 

 まず、款１・市税でございますが、収入済額

は１５３億１２０９万円で、歳入全体の１８.

４％を占める主要な歳入でございます。前年度

と比べ、額にして２億５９４６万５０００円、

率で１.７％の減少となっております。 

 なお、調定額に対する収入済額の割合、すな

わち徴収率は全体で９５.３％となりますが、

前年度と比べて０.４ポイント、僅かながら減

少いたしました。 

 また、収入済額の右側の不納欠損額４４１０

万４０００円は、地方税法の規定による滞納処

分の執行停止など納税義務が消滅したもので、

前年度と比べ２.６％の減少でございます。 

 さらに、その右の収入未済額７億２０３８万

９０００円は、いわゆる滞納額で、新型コロナ

ウイルス感染症に伴う徴収猶予の特例制度の影

響なども加わり、前年度と比べ８.４％の増加

でございます。 

 それでは、税目ごとの内容ですが、まず、項

１・市民税、目１・個人、節１・現年課税分４

８億２９８８万６０００円は、市民個人の前年

の所得に対する課税分で、前年度比０.８％の

増でございます。 

 なお、備考欄の還付未済額は、市税の還付を

通知したものの、年度内にお受け取りがなかっ

たものでございます。 

 次の、目２・法人、節１・現年課税分の８億

９２２２万８０００円は、法人の決算期ごとの

申告課税分で、主に新型コロナウイルス感染症

拡大に伴う申告期限の延長や、法人市民税法人

税割の税率引下げなどの影響により、前年度比

２１.１％の減でございます。 

 次に、項２、目１・固定資産税、節１・現年

課税分の８１億１９６０万７０００円は、１月

１日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に対

する課税分で、新型コロナウイルス感染症拡大

に伴う徴収猶予の特例措置と、令和２年７月豪

雨災害の減免措置を主なものとして、前年度比

０.９％の減でございます。 

 次の、目２・国有資産等所在市交付金４５２

７万２０００円は、国、県などが所有する土

地、家屋等に対する固定資産税の代わりとして

交付されるもので、令和２年度は熊本県から過

去５年度分の交付漏れの交付があったことか

ら、前年度比８.６％の増でございます。 

 次に、項３、目１・軽自動車税、節１・現年

課税分４億３１６０万９０００円は、４月１日

現在の軽自動車所有者に対する課税分ですが、

平成２８年度からの税額の一部改正及び軽自家

用車の保有台数の増加などにより、前年度比

２.９％の増でございます。 

 次の、目２・環境性能割１３８１万１０００

円は、税制改正により令和元年１０月１日から

自動車取得税が廃止され、購入時の新たな税と

して環境性能割が導入されたもので、前年度比

１４３.３％の増でございます。 

 次に、項４、目１・市たばこ税、節１・現年

課税分８億１１２２万３０００円は、たばこ卸

売販売業者等の売上げに対する課税分で、令和

元年１０月の税額改定を受けた喫煙率の低下等

により、前年度比３.９％の減となっておりま

す。 

 次に、項５、目１・入湯税、節１・現年課税

分８１７万６０００円は、入湯客に対する課税

分ですが、新型コロナウイルス感染症拡大のた

め、外出の自粛等による入湯客の減少などによ

り、前年度比３７.６％の減となっておりま

す。なお、日帰り客が５０円、宿泊客が１５０

円などの税額で、環境衛生施設、消防施設の整

備や観光振興の費用などに充てられる目的税で

ございます。 

 次に、款２・地方譲与税でございますが、地

方譲与税とは、国が徴収した特定税目の税収を

一定の基準で地方公共団体に譲与、交付するも

のでございます。 
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 項１、目１、節１・地方揮発油譲与税１億２

６００万９０００円は、国税である地方揮発油

税の４２％を、市町村道の延長や面積に応じて

市町村に譲与されるもので、前年度比１.５％

の減でございます。 

 ２６、２７ページをお願いいたします。 

 項２、目１、節１・自動車重量譲与税３億６

６７４万５０００円は、国の自動車重量税の約

３分の１相当額を、市町村道の延長や面積に応

じて市町村に譲与されるもので、前年度比０.

５％の減でございます。 

 次の、項３、目１、節１・森林環境譲与税８

１８６万６０００円は、温室効果ガス排出削減

目標の達成や災害防止を図るために、市町村の

私有林、人工林の面積や林業従事者数などに応

じて市町村に譲与されるもので、前年度比１１

２.５％の増でございます。 

 次の、項４、目１、節１・特別とん譲与税２

２３２万２０００円は、外国貿易船の八代港へ

の入港に際し、船の純とん数に応じて譲与され

るもので、前年度比１.４％の減でございま

す。 

 次に、款３、項１、目１、節１・利子割交付

金８０９万３０００円は、預金利子に課税され

る県税の一部が県民税の割合に応じて県から市

町村に交付されるもので、前年度比９.８％の

増でございます。 

 次に、款４、項１、目１、節１・配当割交付

金３４９０万３０００円は、上場株式などの配

当課金に対する課税の一部を財源として、県か

ら一定の基準で市町村に対して交付されるもの

で、前年度比１４.７％の増でございます。 

 次の、款５、項１、目１、節１・株式等譲渡

所得割交付金３４０３万５０００円は、株式等

の譲渡所得等に課税される県税の一部が、県民

税の割合に応じて県から市町村に交付されるも

ので、前年度比６７.４％の増でございます。 

 次に、款６、項１、目１、節１・地方消費税

交付金２７億３４４２万５０００円は、徴収さ

れた地方消費税の一部が、市町村の人口及び従

業者数で案分され交付されるもので、前年度比

２２.１％の増でございます。これは、令和元

年１０月からの消費税率引上げにより、地方消

費税の税率が１.７％から２.２％へ引き上げら

れましたが、令和２年度からこれが通年化され

たことによる増加でございます。 

 次に、款７、項１、目１、節１・ゴルフ場利

用税交付金６０１万７０００円は、県に納めら

れたゴルフ場利用税の１０分の７相当額が、ゴ

ルフ場所在の市町村に交付されるもので、前年

度比１０.２％の減でございます。 

 次の、款８、項１で、２８、２９ページにか

けまして、目１、節１・環境性能割交付金３４

７６万８０００円は、令和元年１０月１日以降

の自動車取得税の廃止に伴い、創設された県税

の自動車環境性能割の一部について、市町村道

の延長及び面積に応じて県から交付されるもの

で、前年度比１２４.３％の増でございます。 

 次に、款９、項１・地方特例交付金、目１、

節１・減収補てん特例交付金１億３８７万９０

００円は、国の制度変更等により、地方負担の

増や、地方の減収が生じた場合などに特例的に

交付されるもので、個人市民税における住宅借

入金等特別税額控除の実施に伴う個人住民税減

収補てん特例交付金のほか、令和元年１０月１

日から令和３年１２月３１日までの間に取得し

た、自動車及び軽自動車の自動車税及び軽自動

車税環境性能割の税率を１％臨時的に軽減する

ことによる、自動車税減収補てん特例交付金及

び軽自動車税減収補てん特例交付金がございま

して、前年度比２１.７％の増でございます。 

 なお、地方特例交付金全体での前年度比は５

６.６％の減となっておりますが、これは令和

元年度に限り、子ども・子育て支援臨時交付金

が交付されたものが、令和２年度から国県費で

対応することとなったことで減少したものでご
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ざいます。 

 次に、款１０、項１、目１、節１・地方交付

税は、１６２億６８０４万円でございます。前

年度に比べ８.２％の増でございます。 

 地方交付税は、団体間の財源の不均衡を調整

して、全ての地方団体が一定の水準を維持しう

るよう財源を保障するもので、国税として徴収

した所得税、法人税、酒税、消費税や地方法人

税にそれぞれの割合を乗じた額の合計額が、合

理的な基準によって地方団体に交付されるもの

であり、普通交付税に９４％、特別交付税に

６％の割合で配分されます。 

 備考欄の普通交付税１３８億４７６９万７０

００円は、標準的な歳入である基準財政収入額

が、標準的な歳出である基準財政需要額に対し

少ない場合に、その差額が交付されるものでご

ざいます。 

 合併特例期間の１０年が経過し、平成２８年

度から段階的に縮減されてきておりますが、新

たに地域社会再生事業費の創設などにより、前

年度比０.１％の増となっております。なお、

令和３年度以降、合併算定替から一本算定の交

付に移行することとなっております。 

 また、特別交付税２４億２０３４万３０００

円は、災害等の特別の事情を考慮して交付され

るもので、新型コロナウイルス感染症対策、令

和２年７月豪雨災害復旧等の需要急増により、

前年度比１００.７％の増でございます。 

 次に、款１１、項１、目１、節１・交通安全

対策特別交付金１５５２万円は、国に納付され

た交通反則金を、交通事故の件数や人口集中地

区の人口等を基に算出し国から交付されるもの

で、前年度比７.４％の増となっております。 

 続きまして、款１２・分担金及び負担金は、

特定の事業の経費に充てるため、その事業の受

益者に賦課徴収するもので、前年度比４０.

８％減の３億７０９６万７０００円でございま

す。減の主な要因は、令和元年１０月からの幼

児教育無償化が平年度化されたことによる保育

所保育料の減でございます。 

 まず、項１・分担金、目１・農林水産業費分

担金、節１・農業費分担金の５７７０万円は、

かんがい排水路改修事業の受益農家からの分担

金でございます。 

 次に、項２・負担金、目１・総務費負担金、

節１・総務管理費負担金の１０４２万６０００

円は、八代地域イントラネット運営経費に係る

氷川町からの負担金が主なものでございます。 

 次に、目２・民生費負担金２億８３１２万３

０００円ですが、節１・社会福祉費負担金の老

人福祉施設入所者負担金や、３０、３１ページ

になりますけれども、節２・児童福祉費負担金

の備考欄の中ほどの施設型給付公立保育所と施

設型給付私立保育所の保育料が主なものでござ

います。収入未済額の主なものは、備考欄下段

の保育料等の計７０４万９０００円で、昨年度

より３１.１％の減となっております。 

 次に、目３・衛生費負担金、節１・保健衛生

費負担金の６７４万２０００円は、病院群輪番

制病院運営事業負担金や養育医療保護者負担金

が主なもので、前年度比４９.１％の増となっ

ております。 

 ３２、３３ページをお願いします。 

 目４、節１・商工費負担金の５３９万８００

０円は、八代圏域ツナガルインターンシップ推

進事業の氷川町と芦北町の分担金でございま

す。 

 飛びまして、款１３・使用料及び手数料は、

行政財産などの使用に対して、条例の定めによ

り徴収するもので、前年度比８.０％減の７億

２９４９万８０００円となっております。 

 まず、項１・使用料、目１・総務使用料、節

１・総務管理使用料の１５２７万４０００円

は、市営の新八代駅東口駐車場及びコミュニテ

ィセンターの使用料が主なものでございます

が、前年度比３７.７％減となっております。
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減の主な要因は、新型コロナウイルス感染症の

影響により、新八代駅東口駐車場などの利用が

減少したことによるものでございます。 

 ３４、３５ページをお願いします。 

 中ほどの目３・衛生使用料、節１・保健衛生

使用料の１７７９万８０００円は、斎場使用料

と千丁健康温泉センター使用料が主なものでご

ざいます。 

 飛びまして、３６、３７ページをお願いしま

す。 

 下の欄のほうですが、目６・土木使用料です

が、節１・道路橋梁使用料の九州電力やＮＴＴ

の電柱に対する道路占用料ほか、節４・住宅使

用料の１億９６６４万５０００円は、３８、３

９ページにかけまして、公営住宅使用料などが

主なものでございますが、前年度比３.９％の

減でございます。備考欄の下段、公営住宅使用

料等の収入未済額は、現年度分と過年度分を合

わせまして１８３２万２０００円で、前年度よ

り２７２万７０００円の減となっております。 

 飛びまして、目８・教育使用料の１６６８万

９０００円でございますが、節１・学校施設使

用料４１４万１０００円は、小学校や中学校な

どの体育館の使用料、節３・社会教育施設使用

料４７８万７０００円は、公民館や文化センタ

ー、博物館の使用料、次の４０、４１ページへ

続きまして、節４・社会体育施設使用料７７３

万５０００円は、夜間照明などのスポーツ施設

の使用料などが主なものでございます。前年度

比４９.５％の減でございますが、その主な理

由は、幼児教育無償化に伴う幼稚園保育料の減

と、新型コロナウイルス感染症の影響による、

公民館や文化センター、八竜山自然公園の使用

料の減でございます。 

 次の、項２・手数料でございますが、目１・

総務手数料の６４３１万３０００円の主なもの

は、節３・戸籍住民基本台帳手数料の戸籍謄本

や住民票などの交付手数料でございます。 

 ４２、４３ページをお願いします。 

 目２・衛生手数料の３億５４４４万３０００

円は、節２・生活環境手数料の環境センターへ

の搬入ごみ処理手数料と、有料指定袋ごみ処理

手数料が主なものでございます。 

 次に、１つ飛ばして、目４・土木手数料の７

５９万２０００円は、節１・建築指導業務手数

料の建築確認・検査申請等手数料が主なもので

ございます。 

 １つ飛ばして、款１４・国庫支出金２６５億

６１４万６０００円は、いわゆる国が使途を特

定して市に交付する支出金でございまして、前

年度比１７０.５％の大幅増となっておりま

す。増加の主な要因は、特別定額給付金事業補

助金や、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金など、新型コロナウイルス感染症

対策、また、災害等廃棄物処理事業費補助金

や、堆積土砂排除事業補助金など、令和２年７

月豪雨に伴う災害応急対策に対する負担金や補

助金が増加したことによるものでございます。 

 右側の収入未済額が４６億２２９万６０００

円とありますが、主には、新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業費国庫補助金など、

新型コロナウイルス感染症関連や、公共土木施

設災害復旧費負担金などの災害関連で、令和３

年度への繰越し事業分でございます。 

 まず、項１・国庫負担金ですが、４４、４５

ページをお願いいたします。目１・民生費国庫

負担金、節１・社会福祉費負担金２１億５００

７万９０００円は、国民健康保険を支援する国

民健康保険基盤安定保険者支援分負担金及び障

害者に対する介護給付金などを負担する障害者

自立支援給付費負担金や障がい児通所支援事業

負担金が主なもので、次の、節２・児童福祉費

負担金３９億４９０１万８０００円は、民間の

保育所運営費負担金や、中学校３年生までの子

供に支給される児童手当交付金、１８歳未満の

児童を扶養する独り親家庭などに支給する児童
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扶養手当負担金が主なもので、次の節３・生活

保護費負担金２２億５４１８万７０００円は、

生活扶助、医療扶助などの生活保護費負担金で

ございます。 

 ４６、４７ページをお願いします。 

 １つ飛ばしまして、目３・災害復旧費国庫負

担金３億５８６３万４０００円の主なものは、

令和２年７月豪雨災害復旧に対するものでござ

います。なお、収入未済額２０億９３２７万６

０００円は、令和３年度への明許繰越し分でご

ざいます。 

 続きまして、項２・国庫補助金、目１・総務

費国庫補助金、節１・総務管理費補助金１５０

億１１２１万２０００円は、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金２２億３８９

１万９０００円及び１人当たり１０万円を給付

した特別定額給付金事業補助金１２６億３２０

７万２０００円が主なものでございます。 

 ４８、４９ページをお願いします。 

 目２・民生費国庫補助金７億１９７２万２０

００円の主なものは、節１・社会福祉費補助金

では、地域生活支援事業補助金や地域介護・福

祉空間整備等交付金、節２・児童福祉費補助金

では、子ども・子育て支援交付金や新型コロナ

ウイルス感染症対策に基づく子育て世帯臨時特

別給付金給付事業費補助金、ひとり親世帯への

臨時特別給付金給付事業費補助金が主なもので

ございます。 

 次に、目３・衛生費国庫補助金の５８８３万

円は、５０、５１ページにかけまして、節１・

保健衛生費補助金の新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制確保事業費国庫補助金や、節２・生

活環境費補助金の小型合併処理浄化槽設置事業

費補助金が主なものでございます。なお、節１

の収入未済額２億３９３６万８０００円は、令

和３年度への明許繰越し分でございます。 

 次に、目４・土木費国庫補助金５億５４５２

万４０００円の主なものは、節１・道路橋梁費

補助金の備考欄上から３つ目の道路ストック点

検・修繕事業交付金や東西アクセス線改良事業

交付金、橋梁長寿命化修繕事業交付金のほか、

５２、５３ページへ続きまして、節２・都市計

画費補助金の西片西宮線道路整備事業交付金な

どでございます。 

 次に、中段の目５・教育費国庫補助金４億９

８１７万７０００円の主なものは、節２・小学

校費補助金の５４、５５ページにかけまして、

上から３番目の小学校の児童１人１台のタブレ

ット整備を行った公立学校情報機器整備費補助

金や、その２つ下の校内のネット環境を整備し

た学校情報ネットワーク整備費補助金、節３・

中学校費補助金の中ほど、同じく中学校の公立

学校情報機器整備費補助金と、その２つ下、学

校情報ネットワーク整備費補助金などでござい

ます。 

 ５６、５７ページをお願いします。 

 目６・災害復旧費国庫補助金８億６０７１万

２０００円は、令和２年７月豪雨災害復旧経費

に係る分で、節１・厚生施設災害復旧費補助金

の災害等廃棄物処理事業費補助金や、節２・公

共土木施設災害復旧費補助金の堆積土砂排除事

業補助金などでございます。 

 ２つ飛びまして、項３・委託金は、国が本来

自ら行うべき事務でありますが、地方公共団体

に行わせたほうが効率的である場合に、その事

務を行わせ、その経費を負担するものでありま

す。 

 目２・民生費委託金、節１・社会福祉費委託

金３９４８万７０００円では、基礎年金等事務

費交付金が主なものでございます。 

 ５８、５９ページをお願いします。 

 款１５・県支出金６３億３０２４万４０００

円は、県が使途を特定して市に交付する支出金

でございまして、前年度比１３.２％の増とな

っております。主な要因は、令和２年７月豪雨

災害に係る災害救助費負担金や災害復旧費関係
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の補助金の増によるものでございます。右側の

収入未済額は、１２億１３６０万２０００円

で、産地パワーアップ事業費補助金や梅雨前線

豪雨災害に係る農地・農業用施設災害復旧事業

費補助金など、令和３年度への繰越事業に伴う

財源が主なものでございます。 

 まず、項１・県負担金、目１・民生費県負担

金、節１・社会福祉費負担金１９億２９６９万

９０００円は、低所得者の国民健康保険税の軽

減分などを負担する国民健康保険基盤安定負担

金、同様に、低所得者等の後期高齢者医療保険

料の軽減分を負担する後期高齢者医療保険基盤

安定負担金、障害者に対する介護給付などを負

担する障害者自立支援給付費負担金が主なもの

でございます。 

 次の、節２・児童福祉費負担金１３億９４０

６万９０００円は、民間の保育所運営費負担金

と児童手当交付金が主なものでございます。 

 ６０と６１ページをお願いします。 

 項２・県補助金、目１・総務費県補助金、節

１・総務管理費補助金１億２６４４万９０００

円でございますが、主なものは新型コロナウイ

ルス感染症対応総合交付金や、令和２年７月豪

雨災害からの生活の再建と復興の推進などの費

用に対する球磨川流域復興基金交付金などでご

ざいます。 

 次の、目２・民生費県補助金、節１・社会福

祉費補助金３億５４５１万９０００円は、備考

欄３つ目の重度心身障がい者医療費助成事業費

補助金や、６２、６３ページにかけまして、令

和元年度からの繰越し事業である、地域密着型

特別養護老人ホームなどの施設整備に係る介護

基盤緊急整備特別対策事業補助金が主なもので

ございます。 

 次の、節２・児童福祉費補助金３億５９２８

万１０００円は、備考欄１つ目の放課後児童健

全育成事業等補助金や、次の６４、６５ページ

になりますが、備考欄中ほどの放課後児童クラ

ブなどの新型コロナウイルス対策に要した費用

に係る新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

交付金などが主なものでございます。 

 目３・衛生費県補助金５３４８万７０００円

の主なものは、節１・保健衛生費補助金では、

４歳未満児等の乳幼児への医療費助成に対して

補助される乳幼児医療費助成事業費補助金や、

次の６６、６７ページにかけまして、節２・生

活環境費補助金では、小型合併処理浄化槽設置

事業費補助金などでございます。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金１２億８

１６１万９０００円の主なものは、節１・農業

費補助金で、次の６８、６９ページになります

が、備考欄５つ目の多面的機能支払交付金事業

補助金、中ほどの生産性向上のための施設整備

や機械導入に対する産地パワーアップ事業費補

助金や、その下、令和元年度からの繰越事業で

ある低コスト耐候性ハウスの導入などに対する

強い農業づくり交付金事業補助金などでござい

ます。 

 ７０、７１ページをお願いします。 

 飛びまして、下段の目６・消防費県補助金３

４４６万７０００円は、石油貯蔵施設立地対策

等交付金のほか、球磨川水系防災・減災ソフト

対策等補助金で、消防団活動に欠かすことので

きない資機材等の整備に要する経費などに対す

るものでございます。 

 ７２、７３ページをお願いします。 

 飛びまして、中段の目９・災害復旧費県補助

金１億６３２０万５０００円は、令和２年７月

豪雨で被災した林道や農地、漁港施設等の災害

復旧に係る補助金などでございます。 

 ７４、７５ページをお願いします。 

 項３・委託金、目１・総務費委託金２億４８

７６万７０００円でございますが、７６、７７

ページにかけまして、節２・徴税費委託金の県

民税徴収事務委託金は、本市が県民税を市民税

と一括して徴収し、それを県に納入しておりま



 

－9－

すので、その事務に対し県から交付されるもの

でございまして、そのほか、節５・統計調査費

委託金の国勢調査委託金などが主なものござい

ます。 

 飛びまして、７８、７９ページをお願いしま

す。 

 款１６・財産収入は、７５０９万６０００円

でございます。財産収入は、市が有する財産の

貸付け等の運用による賃借料、利息、配当金及

び財産の売払い等による現金収入でございまし

て、前年度比１７％の減となっております。主

な要因は、土地売払収入が減少したことによる

ものでございます。 

 まず、項１・財産運用収入、目１・財産貸付

収入、節１・土地建物貸付収入の２１８４万８

０００円は、市有財産の貸付けに対する貸付け

収入で、目２、節１・利子及び配当金１４５４

万６０００円は、財政調整基金利子をはじめと

する各基金の預金利子などでございます。 

 項２・財産売払収入３８７０万円は、目１・

不動産売払収入、節１・土地売払収入の八千把

地区土地区画整理事業保留地売払収入や、目

３、節１・動産売払収入の株式会社トーヨー株

式売払収入が主なものでございます。 

 続いて、款１７・寄附金でございます。寄附

金総額は、１３億６９１６万７０００円で、前

年度に比べ９億９０３４万４０００円、２６

１.４％の大幅な増となっております。主な要

因は、８０、８１ページにかけまして、目１・

総務費寄附金、節１・総務管理費寄附金の、ふ

るさと元気づくり応援寄附金１２億７２１４万

６０００円で、前年度比９億１７０８万４００

０円の大幅増でございます。 

 飛びまして、下段の款１８・繰入金でござい

ます。項１・基金繰入金７億７７５８万４００

０円は、基金の設立目的に応じた事業を実施す

るとき、その財源として基金から繰り入れたも

のでございます。 

 主なものは、８２、８３ページになります

が、中段の目６・ふるさと八代元気づくり応援

基金繰入金１億５７６１万３０００円のほか、

次の８４、８５ページになりますが、下のほう

の目１４・八代市庁舎建設基金繰入金で、新庁

舎建設事業の財源として３２６０万４０００円

を繰り入れております。なお、目１５・財政調

整基金繰入金では４億円を繰り入れておりま

す。 

 次に、款１９・繰越金８億４３９１万３００

０円でございます。令和元年度決算の歳入総額

と歳出総額の差引き額、いわゆる形式収支額

で、これが令和２年度の歳入となったものでご

ざいます。 

 ８６、８７ページをお願いします。 

 款２０・諸収入９億６１２０万３０００円

は、ほかの収入科目に含まれない収入をまとめ

たもので、前年度比２３.９％の減となってお

ります。主な減少の要因は、令和元年度にあっ

たプレミアム付商品券販売収入が無くなったこ

とによるものでございます。 

 項１・延滞金加算金及び過料の２６７４万円

は、市税等が納期限までに納入されない場合の

延滞金でございます。 

 次に、項３・貸付金元利収入の５億７４５８

万７０００円のうち、目１・総務費貸付金元利

収入は、地域総合整備資金貸付金５件分の元金

収入が主なもので、これは、新たな雇用を生む

など地域振興に資する事業を実施する民間事業

者に、経費の一部を市が地方債を借りて、それ

を無利子で貸し付けるものでございます。その

下の住宅新築資金等貸付金元利収入では、その

収入未済額が１億４４３０万６０００円となっ

ております。 

 次の、目２・民生費貸付金元利収入、節１・

社会福祉費貸付金元利収入の災害援護資金貸付

金元利収入におきましても、１２６３万１００

０円の収入未済額がございます。 
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 １つ飛ばして、目４・商工費貸付金元利収入

５億６５万円は、中小企業経営安定特別融資預

託金をはじめとする各預託金の元金収入でござ

います。 

 ８８、８９ページをお願いします。 

 目５・教育費貸付金元利収入の奨学資金貸付

金元利収入におきましても、現年度分と過年度

分を合わせて収入未済額１５６５万２０００円

がございます。 

 次に、項４・雑入３億５９８４万４０００円

のうち、目５・雑入で主なものは、節２・消防

団員等公務災害補償等共済基金収入の消防団員

退職報償金や、節３・公営住宅共益費などのほ

か、次の９０、９１ページになりますが、節

８・雑入の２億７１７９万９０００円でござい

ます。その主なものは、熊本県市町村振興協会

市町村交付金１８５６万１０００円や、再資源

化物販売代金納付金２５６１万８０００円のほ

か、令和２年７月豪雨で被災した市有施設に対

する建物総合損害共済災害共済金１３５８万

円、元年度分において発生した過払い分の私立

保育所施設型給付費返還金１２０６万４０００

円などでございます。収入未済額の９２６２万

８０００円は、生活保護費返還金、児童扶養手

当返還金及び熊本県企業局荒瀬ダム撤去対策事

業負担金のほか、次の９２、９３ページになり

ますが、令和３年度への繰越しに係る分が主な

ものでございます。 

 次に、款２１・市債でございますが、前年度

比１１.７％増の１０１億９１７０万円でござ

います。収入済額の内訳は、建設事業や災害復

旧事業などの事業に伴う事業債８７億１９４０

万円と臨時財政対策債等の財源補てん債の１４

億７２３０万円となっております。 

 事業債につきましては、それぞれの事業費か

ら国・県補助金など特定財源があればそれを差

し引いた残りに、定められた借入れの割合を掛

け合わせて算出し、１０万円単位で借入れを行

っており、歳出のそれぞれの事業で説明があり

ますので、ここでの詳細な説明は省略させてい

ただきます。 

 なお、事業債のうち、合併特例事業債は、高

田コミュニティセンター改築事業や新庁舎建設

事業のほか、高速インターネット基盤整備事

業、民俗伝統芸能伝承館（仮称）整備事業など

の２２億４２６０万円となっており、事業債の

２５.７％を占めております。また、新庁舎建

設事業は、合併特例事業債以外にも災害復旧事

業債を借り入れております。 

 １００、１０１ページをお願いします。 

 最後に、款２２、項１、目１、節１・法人事

業税交付金８４９４万７０００円でございます

が、これは、地方法人特別税・譲与税制度の廃

止に伴い、市町村分の法人住民税法人税割の減

収が生じますことから、その補塡措置として、

法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付

するもので、令和２年度からの新規のものでご

ざいます。 

 以上で令和２年度一般会計歳入歳出決算の歳

入についての説明を終わります。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について一括して質疑を行います。 

 なお、お願いでありますが、歳入で、国庫支

出金、県支出金などの特定財源に係る事業内容

についての質疑は、歳出における質疑と重複す

ることが考えられますが、事業内容に関する事

項については所管の各常任委員会で審査をされ

ますので、御配慮をいただきたいと思います。

御協力をよろしくお願いをいたします。 

 それでは、質疑ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） まず、市税がですね、

８.４％、滞納額が増というふうにお聞きした

んですけど、コロナの影響が大きかったという

ことなんですけど、その中でですね、それは背

景としてですけど、軽自動車税というのがあっ
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て、滞納者の回収とかっていうのは、進捗がど

うなっているのかなというのがちょっと分かれ

ばなと思ったんですけど、これ歳入の中で、そ

れ歳出か何かであるんですかね。その回収の状

況。軽自動車税の回収、滞納分の、──何と言

ったらいいのか、回収というか、（｢徴収率の

話ですかね」と呼ぶ者あり）徴収。 

○納税課長（坂井宏全君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

納税課長の坂井と申します。よろしくお願いい

たします。 

 軽自動車税の滞納繰越し分の徴収率という御

質問でよろしかったでしょうか。（委員堀徹男

君「はい」と呼ぶ）滞納繰越し分だけの徴収率

を見ますと、令和２年度分は２８.９％となり

まして、令和元年度に比べ１.３ポイントの増

加となっています。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（堀 徹男君） 同じくですね、公営住

宅、――これ何ページですかね、１３ページ、

公営住宅の使用料の滞納分の徴収が上がったと

いうふうにちょっと聞こえとったんですけど、

何かこれは市債権でしたっけ、公営住宅の。

（｢私債権です」と呼ぶ者あり）私債権債権で

すよね。特別なチームをつくって徴収率を上げ

ていくというような事業をされとったと思うと

ですけど、徴収率が上がったのは、そういう努

力の結果だというふうに捉えてもよかっですか

ね。 

○納税課長（坂井宏全君） 今の御質問に答え

ます。 

 市営住宅使用料につきましては、主な滞納分

の徴収は、所管課であります建設部の住宅課で

行っております。納税課にあります債権対策室

につきましては、訴訟案件に関しまして、住宅

課のほうから移管を受けて、訴訟の手続を行う

だけにしております。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 補足説明させてい

ただきますけれども、令和２年度のですね、徴

収率が下がった大きな要因はですね、固定資産

税のですね、徴収猶予っていうのがあった関係

でですね、下がったというのが大きな理由でご

ざいます。そちらのほうが９４００万ほど下が

りました関係で、全体としては五千何百万、収

入未済が増えたというような状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ７１ページのですね、

消防費の県補助金、石油貯蔵施設立地対策等交

付金というのが１２００万ちょっとあるわけで

すけど、大島石油基地辺りに行きますとです

ね、もうどんどんタンクが減ってて、違う施設

になってたりしてるんですよね。その分の何と

いうかな、何に対してどういう割合でこの対策

交付金というのは来てるのかなというのが１点

で、そういった施設自体が減っていけば、この

交付金自体も比例して減っていくもんなのかな

というのをちょっと確認しておきたいんですけ

ど、お分かりになられますかね。 

○財務部長（尾﨑行雄君） こちらにつきまし

てはですね、あちらの大島石油基地も縮小した

んですけども、交付金はですね、いただけるぐ

らいの規模までの縮小でお願いしていまして、

今のところ今の規模残ってれば、交付金はいた

だけるという状況でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 珍しかったんでちょっ

と聞きたいんですけど、８７ページの諸収入の

分で、過料が１５万ですかあったんですけど、
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今まであまり気づかなかっただけなのかもしれ

ませんけど、１５万も過料が発生するというの

は、どういった原因だったんでしょうかねとい

うのが１つ聞いておきたい。 

○委員長（古嶋津義君） どなたがお答えにな

りますか。 

○財政課長（續 良彦君） 財政課の續でござ

います。ただいまのちょっと御質問につきまし

ては、たしか下水道か何かの過料か何かだと思

いますが、ちょっと詳細のほうにつきまして

は、後ほど調べてお答えさせていただきたいと

思います。（委員堀徹男君「分かりました」と

呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ８９ページのですね、

教育費貸付金元利収入の分で、収入未済が過年

度分も含めて相当な額があるんじゃないかなと

思いますけれども、その主な理由とですね、回

収の状況をお聞かせ願いたいと思いますけど。 

○教育部次長（福本桂三君） 教育部の福本で

す。よろしくお願いします。 

 滞納の主な理由としましては、様々あります

けれども、旧町村、合併前の旧町村から引き継

いだ奨学金というのが主なものでございます。

過年度分にございましては。その中で、本人

が、奨学生本人は借りていることは知らなかっ

た。保護者のほうが借りていて、保護者のほう

がなかなか返す資力がないということで、滞納

されているケースがございます。 

 対応策としましては、電話連絡とか、お手紙

を差し上げたりしておりますけれども、少しず

つは改善されておりますけれども、令和２年度

に納税課の債権対策室とも連携等を取りまし

て、回収に困難となっている債権を移管とか、

そういう部分を今のところは考えております。

今年になって債権対策室等が連携しまして、お

手紙等を差し上げたところ、かなり最近は返還

があっているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい、後で詳しくお聞

きします。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で歳

入等について終了いたします。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午前１１時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１１分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について、議会事務局

から説明を願います。 

○議会事務局長（岩﨑和也君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事

務局、岩﨑でございます。どうぞよろしくお願

いします。 

 私のほうからは、議案第１１７号・令和２年

度八代市一般会計歳入歳出決算書中、議会費に

係る分の総括を述べさせていただきます。恐れ

入りますが、着座にて説明させていただきま

す。 

 まず、議会費の決算の概要でございますが、

令和２年度予算現額３億６５２１万円に対しま

して、決算額は３億５１９６万５５６０円で、

予算の執行率は約９６.４％と、前年度と比較
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しますと約１％低下しているところでございま

す。 

 決算額のうち、議員報酬及び手当、職員給

与、共済費など、義務的経費が約３億３０２１

万円で全体の９３.８％を占めておりまして、

残りの約６.２％、約２１７５万円が、様々な

議員活動や事務費などの費用でございます。 

 この中で、政務活動費につきましては、議員

各位の御協力によりまして、その使途、精算も

適正に行われたところでございます。なお、こ

の執行率につきましては、約５７.４％でござ

いまして、前年度と比較しますと約１６.１％

低下しているところでございます。 

 これら２つの執行率の低下の理由といたしま

しては、新型コロナウイルス感染症流行等によ

りまして、各常任委員会、議会運営委員会、政

務活動における視察等を自粛いただいたことが

大きな要因となっております。なお、各常任委

員会及び議会運営委員会の視察経費に係る予算

は、新型コロナウイルス感染症対策費に振り替

えられ、有効に活用されたところでございま

す。 

 また、昨年度は、令和２年７月豪雨災害や新

型コロナウイルス感染症流行に対応するため、

八代市議会災害時等危機管理マニュアルを策定

され、それに基づき管内の活動に注力されまし

て、その後の議会活動に伴う支出経費の抑制に

もつながったものと考えております。 

 今後、議会事務局といたしましては、坂本町

等における災害復興やコロナ禍への対応に加

え、市が進めておりますスマートシティーへの

一助となるＩＴの活用、議員・職員研修の充

実、議会情報の積極的な提供等によりまして、

市民の負託を受けられました議員の皆様が、執

行部と議会が両輪となって多様な民意を市政に

反映させる役割、さらには行政に対する監視機

能や政策形成機能がこれまで以上に発揮され、

市政のために活動しやすくできますよう、なお

一層努めてまいりたいと考えております。 

 以上、今後とも御協力を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げまして、議会費における総

括とさせていただきます。 

 この後、詳細につきましては、議会事務局、

増田次長が御説明申し上げますので、御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○議会事務局次長（増田智郁君） 皆様、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会

事務局、増田でございます。 

 それでは、私のほうから、令和２年度におけ

る議会費の決算につきまして、主要な施策の成

果に関する調書を用いまして、御説明させてい

ただきます。説明につきましては、失礼ながら

着座にて行わさせていただきます。 

 先ほど局長から総括として説明をさせていた

だきましたように、議会費の約９３.８％が義

務的経費に関するものでございますので、義務

的経費以外につきまして、主要な施策の成果に

関する調書を用いまして御説明させていただき

ます。 

 また、議会費における令和２年度予算総額は

３億６５２１万円でございまして、支出済額約

３億５１９６万６０００円、不用額約１３２４

万４０００円、執行率は９６.４％となってお

ります。不用額の主な内容といたしましては、

会議出席費用弁償等の旅費約１４４万円、海外

行政視察旅費１４０万円、会議録作成業務委託

などの委託料約１４２万円、負担金補助及び交

付金における政務活動費約４３０万円でござい

ます。 

 それでは、主要な施策の成果に関する調書の

１３ページをお開き願いたいと思います。 

 上段の、議会運営事務事業を説明させていた

だきます。 

 本事業では、議会の運営全般及びこれに関わ

る事務処理、会計処理を実施いたしておりま

す。事業に対する予算額は２８６１万８０００
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円に対しまして、決算額は１９７２万８０００

円でございます。具体的な事業内容といたしま

しては、各会議等出席の際、支給されます費用

弁償、普通旅費、議長交際費、議会だより印刷

製本費、委員会及び本会議における会議録作成

費などでございます。 

 それでは、個々の内容につきまして、不用額

理由も含め、主なものを御説明申し上げます。 

 まず、一番上の費用弁償につきましては、記

載のとおり、議長の全国市議会議長会をはじめ

とする各種会議への出席に伴うものでございま

す。 

 この中で、先ほども申し上げましたが、海外

行政視察旅費が不用額として７名分として１４

０万円生じておりますが、今般の新型コロナウ

イルス感染流行に伴い、実施されなかったこと

によるものでございます。 

 さらに、議長出席の諸会議に係る旅費が不用

額として約７７万円ございますが、これにつき

ましても同様の理由により、書面議決あるいは

リモートにより実施されたためでございます。 

 次に、上から４段目、議会だより、市政の概

要ほか印刷製本費５３０万４０００円につきま

しては、年４回発行いたしております議会だよ

りをはじめ、市政の概要等作成に要した経費で

ございます。 

 次に、上から５段目、６段目、会議録検索シ

ステム保守点検及び議会中継システム機器保守

点検業務委託につきましては、本会議及び委員

会の放映に関する業務委託及びパソコン等によ

り会議録を検索するための業務委託料でござい

ます。 

 続きまして、上から７段目、８段目、委員会

記録作成及び会議録作成業務委託につきまして

は、過去５年間の実績を踏まえ、予算合計４７

４万５０００円を計上いたしておりましたが、

支出済額２９３万８０００円、不用額として約

１８１万円生じております。この不用額の主な

理由といたしましては、新型コロナウイルス感

染症対策のため、各派代表者会及び議会運営委

員会におきまして、各定例会において質疑、一

般質問の人数等の自粛を決定され、その結果、

会議時間の変動により不用額が生じたものでご

ざいます。 

 以上が、令和２年度、議会事務局が担当いた

します議会費における主な決算の概況でござい

ますが、最後に今後の議会事務局の方向性とい

たしましては、現在の業務をさらに改善しつ

つ、適正かつ効率的な議会運営はもとより、各

議員による円滑な議会活動遂行のための支援に

努める必要があると考えております。 

 さらには、今般の新型コロナウイルス感染症

対策をはじめとする各種対応・対策について

も、事務局として精いっぱい支援を行っていき

たいと考えているところでございます。 

 また、今後、市議会においてタブレット導入

による会議の運営が予定されておりますので、

各議員の議員活動、さらには議会運営が円滑に

行われるよう、この点についても業務に努めて

まいる所存でございます。 

 説明は以上でございます。御審議方よろしく

お願い申し上げます。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

○委員（村川清則君） 政務活動費ですけど

も、今コロナ禍ということで視察ができない状

況で、ほぼほかの会派もだろうと思いますけれ

ども、返還するというような形になっとるんで

すけども、その政務活動費の使い道にもいろい

ろ制約というか制限があって、例えば大きなコ

ピー機は駄目とか、それはリースでお願いしま

すとか、テレビも駄目だったですよね。その辺

をもうちょっと緩めるような気はさらさらない

ですか。 

○議会事務局次長（増田智郁君） 政務活動費
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につきましては、各自治体によりまして、使用

目的等の基準については若干の違いといいます

か、相違はあっているのが現状でございます。 

 政務活動費につきましては、支出目的、それ

と実際に購入される場合、行政視察も一緒なん

ですけども、凡例に基づきまして個々に対応を

させていただいているところでございますの

で、現状、大枠の規定は個々調査費でしたり、

広告費でしたり、視察旅費でしたりというのは

ございますが、その内容の見直しとなります

と、先ほど申しました凡例等に基づいて、協議

のほうを今後させていただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で第

１款・議会費についてを終了いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時２２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２３分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、第２款・総務費、第１１款・公債費

中、当委員会関係分及び第１２款・諸支出金、

第１３款・予備費について一括して説明を求め

ます。 

○市長公室長（佐藤圭太君） 皆さん、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市長公

室長の佐藤でございます。 

 総務費の審査に当たりまして、関係部が所管

します主要な施策について、その取組状況や結

果を振り返り、今後の方向性などにつきまし

て、私並びに各部長から事業総括を述べさせて

いただきます。それでは、着座にて説明させて

いただきます。 

 市長公室は、秘書広報課、人事課、国際課並

びに総合支援チームの体制で、市民に対する広

報・広聴と、人事管理をはじめとする組織・人

づくりの取組や、本市の国際化の推進と、多文

化共生社会の実現に取り組んでいくとともに、

市長・副市長のトップマネジメントを推進する

ため、重要事案等について全庁的な情報共有や

各部間の連携強化を図るなど、市組織の機能強

化を主な担務としております。 

 まず、広報・広聴の分野では、市政の見える

化の推進を目的に、広報やつしろの毎月発行

と、市ホームページやケーブルテレビなどを活

用しての情報発信や、市長への手紙、まちづく

り出前講座、テーマトークの実施による広聴機

会の拡充を図っております。しかしながら、令

和元年度末から続く新型コロナウイルス感染症

対策に伴う活動自粛等に伴い、出前講座等のキ

ャンセルが増加するとともに、申込み受付を停

止せざるを得ない状況になりました。 

 広報・広聴は、市民からの意見を聞いて市政

に反映させるという大切な役割を担っておりま

すので、今回のような不測の事態も踏まえ、こ

れまでの実施方法に固執することなく、インタ

ーネットをはじめとする様々な媒体を活用しな

がら、引き続き取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 次に、人材育成の面では、コロナ禍の状況に

より中止となった研修もございましたが、質の

高い市民サービスを提供するため、職員の意識

改革と能力開発につながるよう、ハラスメント

防止研修、メンタルヘルス研修、企画力向上研

修、ＤＸ人材育成研修など、時代に応じた内容

で、多角的、計画的に研修を実施いたしまし

た。 

 コロナ禍の状況を踏まえ、一部においては、
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リモートやオンラインでの研修を行ったところ

です。今後も必要に応じて、リモートやオンラ

インの研修を取り入れてまいります。 

 また、令和２年４月から臨時・非常勤職員が

会計年度任用職員へと移行される大きな制度改

正がなされており、新たに期末手当を支給し、

再度の任用に伴い実質的な昇給を可能にするな

ど、その処遇改善を行ったところでございま

す。 

 最後に、本市の国際化と多文化共生社会の実

現に向けた推進につきましては、その方向性を

示す、やつしろ国際化推進ビジョンに基づい

て、外国人が日本語を学ぶ日本語教室を実施す

るためのカリキュラム開発や、新たな組織とし

て地域が一体となり国際化に取り組む国際交流

協会の設立に向けて準備を進め、今年７月、や

つしろ国際協会を立ち上げたところです。 

 また、外国青年招致事業を活用して国際交流

員１名を国際課に配置し、通訳や翻訳業務のほ

かにも、小・中・高校での出前講座やＷＥＢ動

画による情報の発信などの取組を通して、多文

化共生社会の醸成に努めております。 

 なお、友好都市、中国北海市、台湾基隆市と

の交流につきましては、コロナ禍の影響で人的

な交流は実施を控えたところですが、その間に

も担当部署によるオンライン会議を開催し、新

たな交流形態や人的交流の充実について意見交

換を行うなど、友好関係の強化に取り組んでお

り、引き続きアフターコロナにおけるスムーズ

な人的交流の再開など、一層の友好交流が図れ

るよう準備を進めてまいります。 

 これからも、市長公室の役割と組織・人づく

り、国際化と多文化共生の推進という視点を大

事にしながら、常に改善と向上の意識を持って

事業に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、市長公室の決算審査に際しましての事

業総括とさせていただきます。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務

企画部の稲本でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。それでは、着座にて説明させ

ていただきます。 

 総務企画部は、本庁、支所合わせて１１課で

構成されておりますが、総務費に係る主な事業

について総括を申し上げます。 

 まず、総合計画についてですが、平成３０年

度から８年間を計画期間とする第２次八代市総

合計画基本構想及び４年間を計画期間とする第

１期基本計画を策定し、３年半が経過いたしま

した。令和２年度は、第１期基本計画において

特に重点的に取り組む施策などを取りまとめた

八代市重点戦略について、多くの取組において

成果が出ていることを踏まえ、６月にさらなる

深化を図るための見直しを実施するとともに、

１１月には進捗状況の確認を行っております。 

 今後も、総合計画で掲げた市の将来像の実現

に向け、各種施策の推進に取り組んでまいりま

す。 

 また、第１期基本計画が今年度末で計画期間

の終了を迎えることから、第２期基本計画を現

在策定しているところでございます。 

 次に、公共交通についてですが、令和２年１

０月から令和７年９月までを計画期間とする八

代市地域公共交通計画を策定しております。あ

わせて、令和元年度に実施した市民アンケート

結果や地域の方々の御要望や利用状況に応じ

て、路線バス、乗合タクシーの見直しを併せて

実施しております。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により、利用者数が大幅に減少した高速バスす

ーぱーばんぺいゆについて、路線の維持ができ

るよう運行支援のための補助を行っておりま

す。同じくタクシーについても、落ち込んだタ

クシー需要の回復と市民の利便性確保のため、

熊本県タクシー協会八代支部が実施するタクシ
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ーチケット割引事業に対する補助を行っており

ます。 

 さらに、令和２年７月豪雨により、八代市内

と坂本地域を結ぶＪＲ肥薩線や産交バス坂本線

が不通となったことから、坂本地域住民の生活

移動を確保するため、代替となるタクシーによ

る臨時無料運行を道路の復旧状況に合わせて段

階的に実施いたしました。 

 今後とも、市民の移動手段確保のため、財政

負担額を抑制しながらも、利便性と効率性を兼

ね備えた公共交通の在り方を検討してまいりま

す。 

 次に、八代・天草シーライン建設促進事業に

ついてですが、これまで行ってまいりました要

望活動や総決起大会等の開催による地元機運の

高まりを受け、県知事をトップとする八代・天

草シーライン建設促進協議会が設立されまし

た。また、国や県の新広域道路交通計画に構想

路線として八代・天草シーラインが位置づけら

れるなど、シーラインの実現に向け、大きな前

進が図られました。 

 今後は、県はもとより、関係市町村や関係団

体などとも連携し、八代・天草シーラインの実

現に向けて、引き続き取り組んでまいります。 

 次に、移住・定住の促進についてですが、例

年、東京や大阪で開催されておりました移住相

談会が、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り中止となり、オンラインを活用した相談会１

回の開催となりました。 

 今後も、オンライン相談会への積極的な参加

とともに、ホームページやＳＮＳを活用した情

報発信に努めてまいりたいと考えております。 

 また、若者の地元定住や将来的な関係人口の

創出を目的に、市内高校生を対象としたやつし

ろ学生ラボ事業を平成３０年度から取り組んで

おります。令和２年度は、新型コロナウイルス

感染症流行の影響を考慮し、オンラインによる

インタビューやユーチューブによる発表会の生

配信など、開催方法を工夫することにより実施

いたしました。参加した学生から、地域に貢献

したいという思いが強くなったなどの感想があ

っており、本事業の目的に対する成果は上がっ

ているものと考えております。 

 次に、総合戦略策定事業についてです。平成

２７年度から令和２年度を計画期間とする第１

期総合戦略で掲げた取組により、本市の人口

は、策定時の将来人口推計より緩やかな減少に

とどまりました。令和２年度は、第１期総合戦

略の計画期間が終了することから、令和３年３

月に第２期総合戦略を策定しております。 

 今後は、第２期総合戦略に掲げる３つの基本

戦略、住みたいまち、働きたいまち、育てたい

まちに向けた取組を進めることで、人口減少を

克服するとともに、人と企業に選ばれるやつし

ろの実現を目指して、まちづくりを推進してま

いります。 

 次に、行財政改革ですが、令和２年度の取組

として昨年８月に、亡くなられた方の手続をワ

ンストップで行えるよう、おくやみコーナーを

仮設庁舎に開設し来庁者の利便性向上を図って

おります。さらに、このおくやみコーナーで行

う事務で業務自動化ツールを導入することによ

り、業務時間を約４０時間削減いたしました。 

 このほか、児童手当関係、重度医療関係業務

において業務フローの見直しを行うことによ

り、約６００時間の業務時間を削減いたしまし

た。 

 また、昨年１１月より、市民の皆様の負担軽

減や申請手続のオンライン化を促進するため、

市に提出される申請書類につきまして、押印手

続の見直しを行い、申請書類の総数１３７１件

のうち１１３０件、約８２％の押印を令和２年

度末をもって廃止いたしました。 

 厳しい財政状況の中、今後も質の高い行政サ

ービスを提供していけるよう、引き続き市民の

視点に立った行財政改革を進めてまいります。 
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 次に、情報政策でございますが、様々な行政

情報の処理を行い、より効率的な行政運営を図

るための重要な基盤として、電算システムの運

用管理や法改正等に伴うシステム改修、情報セ

キュリティ対策などに取り組んでおります。特

に、令和２年度は、新型コロナウイルスの感染

防止対策として、職員の在宅勤務を推進するた

め、各部課へ持ち出し用のタブレットパソコン

を配備し、リモート接続環境を整備するととも

に、ＷＥＢ会議システムを導入いたしました。 

 また、超高速インターネットサービスを市内

全域で利用できるよう、令和元年度から通信事

業者へ整備費の一部を市が負担することで、順

次、光ブロードバンド未整備地区の解消を行っ

ております。令和２年２月に龍峯地区、１１月

に鏡沿岸部、日奈久、二見地区、そして本年６

月に東陽、泉地区で光ブロードバンドサービス

の提供を開始しております。令和４年度の坂本

地区の整備をもって市内全域の光ブロードバン

ド化が完了する計画としており、本事業を円滑

に進めることで地域間の情報格差の是正に取り

組んでまいります。 

 次に、令和２年７月豪雨で被災いたしました

坂本町の復旧・復興についてですが、坂本町の

皆様の将来に向けた御不安を少しでも解消する

ため、スピード感を持って取り組む必要がある

と考え、発災１か月後には復興推進課を総務企

画部内に設置し、地元の皆様の御意見等を踏ま

え、本年２月に坂本町復興計画を策定いたしま

した。現在、この復興計画に掲げた様々な施策

を全庁的に取り組んでいるところですが、被災

者の皆様をはじめ地域振興に向けて重要な事業

につきましては、年度ごとの取組をより分かり

やすくするため、重点事業のロードマップを作

成し、公表いたしております。引き続き、被災

された方々の住まいの確保をはじめ、坂本町の

創造的復興に向けて、全庁一丸となって取組を

進めてまいります。 

 次に、特別定額給付金事業についてですが、

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策におい

て、雇用、事業活動、生活を守るための施策の

一つとして、市民一律に１人当たり１０万円を

給付しております。本市における給付予定金額

の給付率は９９.９％で、総額１２５億８０３

０万円を支給いたしました。これは、全国市区

町村における給付予定金額の給付率９９.７％

を上回るものでございます。 

 最後に、各支所において、地域の特性を生か

し、地域づくり活動の充実や住民自治の推進及

び防災意識の向上を図るため、地域振興・地域

づくり活動助成金による地域振興事業を実施し

ております。 

 総務企画部では、内部事務と国や県などへ向

けた対外的な業務を併せ持っております。市の

将来像の実現に向け、限られた予算や人材を効

果的に活用しながら、デジタル化による市民サ

ービスの向上と業務の効率化を進め、時代の変

化に応じた施策を展開できるよう、積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、総務企画部の総括とさせていただきま

す。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 改めまして、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務

部の尾﨑でございます。財務部決算の総括につ

きまして、座って説明させていただきます。 

 財務部は、財政課及び契約検査課並びに市民

税、資産税、納税の税３課のほか、財産経営課

を所管しております。 

 事務内容としましては、経常的な内部事務が

主であり、中でも財政課が予算編成全般の事業

を担っておりますことから、さきの９月定例会

最終日におきまして、決算の概要を説明させて

いただいたところでございます。 

 本日の説明も一部重複いたしますが、まず

は、決算を終えてのポイントなどを簡潔に申し

述べさせていただきます。 
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 令和２年度決算では、実質的な財政収支であ

る実質収支では、約１３億円の黒字でございま

す。この実質収支から前年度の実質収支を差し

引いた単年度収支におきましては、約５億８０

００万円の黒字となりました。 

 また、市債残高は、災害復旧事業や新庁舎建

設事業、防災行政無線整備事業の借入れによ

り、前年度より増となっております。 

 次に、財政健全化の指標である実質公債費比

率は、９.４％となり、前年度より０.２ポイン

トの減となっております。しかし、この比率は

県内のほかの自治体と比較すると依然として高

い水準にありますので、市債につきましては、

今後、新庁舎建設や復旧・復興事業など、投資

的経費の増大が見込まれ、多額の発行が想定さ

れますことから、市債の発行を抑制するととも

に、地方交付税措置される有利な市債を活用す

るなど、将来世代に過度な財政負担を残さない

よう財政負担の平準化や世代間負担の公平性を

図るとともに、指標を意識した財政運営が求め

られるところでございます。 

 次に、今後の財源確保の方策の一つとして、

近年、多くの自治体が力を入れております、ふ

るさと納税につきましては、ポータルサイトの

活用や御礼の品の充実を図り、八代市の魅力発

信を行いながら自主財源の確保に努めていると

ころです。 

 平成２６年度までは、二、三百万円台でした

が、平成２７年度の寄附額は約４３００万円、

翌２８年度は、熊本地震に対する復興支援など

により約２億４７００万円、２９年度は若干減

少しましたが、３０年度には約２億９７００万

円となりました。また、返礼品の充実など積極

的に取り組むとともに、より一層地場産業の振

興を図るために、令和元年９月より所管課を財

政課から現在の観光・クルーズ振興課へ移管し

ましたところ、令和元年度は、約３億５５００

万円、さらに令和２年度は、７月豪雨災害への

復興支援もあり、約１２億７２００万円と大幅

増になったところです。 

 さらには、７月豪雨災害に対する企業からの

復興支援等で、新たに企業版ふるさと納税も約

１１００万円が寄附されております。ふるさと

納税は、全国的に返礼品競争が激しくなってい

ることから、本来の趣旨である地方創生につな

がるような取組となるよう国から方針が示され

ておりますので、その方針に沿って今後もさら

なる八代市の魅力発信と自主財源の確保に努め

てまいります。 

 そのほか、八代市公共施設等総合管理計画に

基づく具体的な個別施設計画について、豪雨災

害後の復興計画などとの整合を図りつつ、その

作成に取り組んでおり、財政負担の軽減、平準

化を行うとともに、公共施設等の最適な配置の

実現を図り、将来にわたって持続可能となる財

政運営につなげて行きたいと考えております。 

 次に、自主財源である市税関係について申し

上げます。 

 市税の決算額は全体として１.７％の減で、

税額は前年度より約２億５９００万円減少して

おります。市税全体の収納率につきましては、

早期の滞納処分による現年度分の強化によりま

して近年上昇傾向にありましたが、令和２年度

は新型コロナウイルスと７月豪雨の影響によ

り、前年度の９５.７％から９５.３％へ０.４

ポイント低下しております。 

 なお、市有債権管理の一元化につきまして

も、納税課債権対策室におきまして、まず、自

力執行権のある強制徴収公債権の一元化を進

め、令和２年度より、介護保険料、後期高齢者

医療保険料につきましては、市税と合わせた滞

納整理を行うことで、歳入の確保に努めている

ところでございます。 

 今後は、強制徴収ができない法的措置が必要

となる債権につきましても、それぞれの債権所

管課と協議を重ねながら、債権管理の適正化と
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早期の回収を図ってまいります。 

 また、７月豪雨災害につきましては、資産税

課におきまして、被害家屋等認定調査事業を実

施し、７月１０日から１８日までの９日間、延

べ１９２人で４８７か所の１次調査を実施いた

しました。 

 この調査におきましては、熊本県をはじめ福

岡市や宇和島市から延べ１１２人の派遣職員の

応援をいただいたおかげで、当初の見込みより

早く１次調査を終えることができました。その

後、罹災証明書等の交付事務を市民税課で令和

３年９月まで実施し、８５１件を対応したとこ

ろでございます。 

 この災害に際しましては、資産税２８８件、

市民税２８１件を災害減免として行っておりま

す。また、納税相談は３８件を対応しておりま

す。今後は、災害時にさらなる円滑な対応とす

るため、システム改修や人員体制の検討を行っ

てまいります。 

 次に、契約事務関係につきましては、前年度

に引き続き、より透明性、公平性、競争性の高

い入札、契約制度を追求するとともに、入札及

び契約事務の適正な執行事務に努めておりま

す。 

 最後に、新庁舎建設につきましては、令和元

年６月に実施設計が完了し、１０月より本体工

事に着工しました。令和２年４月からは工事の

さらなる円滑な進捗を図るため、建設事業の専

門部署である建設部へ移管し、令和４年２月中

旬の開庁を目指しているところでございます。 

 以上、財務部の総括説明とさせていただきま

すが、特に財政面では、引き続き健全で持続可

能な財政基盤の確立を図りながら、必要な行政

需要へ的確に対応できるよう効率的、効果的な

財政運営を行ってまいりたいと考えておりま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○市民環境部長（谷脇信博君） それでは、最

後に、第２款・総務費のうち、市民環境部が所

管いたします、主な事業について総括をさせて

いただきます。着座にて述べさせていただきま

す。 

 まず、市政協力員制度についてでございま

す。市政協力員は、市民と行政の大事なパイプ

役を担っていただいております。特に、令和２

年７月豪雨においては、先頭に立って復旧に御

尽力いただき、本制度は非常に重要な制度であ

ると改めて認識したところでございます。 

 しかし、近年の世代間関係の希薄化や急速な

高齢化などもあり、市政協力員の成り手不足が

懸念されますことから、地域の方々の御意見を

伺いながら、担当地区や業務の見直しなどを行

っているところでございます。 

 次に、協働によるまちづくりの取組でござい

ます。 

 現在、市内全域の地域協議会に対しまして、

協議会の安定した組織運営と、地域の特色を生

かした、まちづくり活動が円滑にできますよ

う、一括交付金などの交付や市職員を地域アド

バイザーとして配置するなどの支援策を講じて

おります。 

 また、令和元年度に施行いしました八代市協

働のまちづくり推進条例の実効性を高めるた

め、条例を具現化した八代市協働のまちづくり

推進計画を昨年度策定いたしました。 

 今後は、計画に基づき施策の推進と検証に取

組んでまいります。 

 コミュニティセンターの整備につきまして

は、平成２９年度から建て替えを進めておりま

した高田コミュニティセンターが今年の３月に

完成いたしたところでございます。 

 今後も、地域の活動及び防災の拠点として、

計画的に整備を進めてまいります。 

 また、令和２年７月豪雨災害で被災しました

坂本コミュニティセンターの再建につきまして

も、坂本町復興計画に基づき整備を進めてまい

ります。 
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 交通防犯対策につきましては、幼児や児童・

生徒、高齢者の交通安全教室の開催や、交通指

導員による登下校時の指導見守り、また、各種

交通安全キャンペーンの実施をはじめ、市報や

ＦＭやつしろなどの各種媒体を活用した啓発活

動を行っております。 

 今後も、警察や民間の交通安全協力団体など

関係機関と連携を図りながら、高齢者や子供を

含めた交通安全意識の高揚や啓発を図ってまい

ります。 

 次に、人権教育、人権啓発の推進についてで

ございます。 

 千丁支所に設置しております人権啓発センタ

ーを活用しながら、人権が尊重される平等なま

ちづくりの実現を目指し、市民の皆様の人権意

識の高揚を図るため、人権セミナーやつしろ、

人権おもいやりミニ講座のほか、人権作品展の

展示など、様々な啓発活動を実施いたしており

ます。 

 昨年度同様、新型コロナウイルス蔓延防止を

考慮しながら、より多くの市民の皆様に御参加

いただけますよう、オンラインでの配信など工

夫を重ねながら、人権教育、人権啓発に取り組

んでまいります。 

 次に、男女共同参画についてでございます。 

 第２次八代市男女共同参画計画に基づき、女

性の活躍推進、ワーク・ライフ・バランスの推

進、男女共同参画の視点に立った防災体制づく

りの３項目を重点施策とし、啓発活動に取り組

んでいるところでございます。 

 今後も、関係団体などを含め、市民への啓発

活動などに積極的に取り組んでまいります。 

 次に、青少年の健全育成につきましては、青

少年指導員による街頭指導をはじめ、ヤングテ

レホンやつしろによる相談業務、さらには社会

を明るくする運動や、各学校などと連携した青

少年育成業務などを展開するとともに、社会問

題となっております、いじめ問題への対応を進

めております。 

 今後も、関係機関と連携を密にして取組を進

めてまいりたいと考えております。 

 最後に、番号制度導入、いわゆるマイナンバ

ー制度についてでございます。 

 平成２８年１月から、特設相談窓口を開設

し、マイナンバーカードの申請受付及び交付を

実施しております。昨年度はマイナポイント事

業も相まって、マイナンバーカードの取得件数

も増加いたしました。 

 今後も、健康保険証としての利用やオンライ

ンによる行政手続での利用、そのようなカード

取得のメリットを幅広く周知するとともに、今

年８月からイオン八代店に構えましたサテライ

トを活用した申請しやすい取組を実施し、カー

ド取得率の向上に努めてまいります。 

 以上が、市民環境部が所管いたします総務費

の主な事業でございます。 

 いずれも市民生活に直接的に関係する分野で

ありますことから、市民の皆様の声をしっかり

と聞き、的確に把握することが肝要ではないか

と考えております。 

 今後も、市民と行政の協働の実現に向け、事

業の推進に努めてまいります。 

 以上、市民環境部の総括とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） ここで審議の途中で

ありますが、小会いたします。 

（午前１１時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５５分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。 

 午後は、１３時から再開いたします。 

（午前１１時５６分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後 １時００分 開議） 
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○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたし

ます。 

 執行部より発言の申し出があっておりますの

で、これを許可します。 

○財政課長（續 良彦君） 財政課、續でござ

います。 

 午前中の審議の中で決算書の８７ページにな

りますが、上のほうにあります過料の１５万円

について、その内訳について先ほど御質問がご

ざいましたが、そのお答えのほうさせていただ

ければと思います。 

 これにつきましては、下水道の接続工事に関

しまして違反行為があったというものに対しま

す過料で、５万円の３件分でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、午前中に

説明のありました第２款・総務費、第１１款・

公債費中、当委員会関係分及び第１２款・諸支

出金、第１３款・予備費について説明を求めま

す。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） 改めましてこん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務

部の岩瀬でございます。よろしくお願いいたし

ます。失礼しまして、着座にて説明させていた

だきます。 

 歳出のうち、総務費、公債費、諸支出金及び

予備費の関係分につきまして、令和２年度にお

ける主要な施策の成果に関する調書（その１）

及び一般会計歳入歳出決算書を用いまして説明

いたします。 

 それでは、主要施策の調書（その１）の１１

ページをお願いいたします。 

 まず、歳出決算の状況でございますが、款

２・総務費の支出済額は、上段（イ）目的別の

表の中ほどの列、支出済額（Ｂ）の２段目、２

２８億７２２５万３０００円で、その２つ右の

執行率は９８.４％、また、その右、構成比は

２８.０％でございます。前年度と比較して１

４２億７６１０万４０００円、１６６.１％の

大幅増となっております。その主な要因は、新

型コロナウイルス感染症対策として、１人につ

き１０万円の特別定額給付金の給付による増の

ほか、新庁舎建設事業の増でございます。 

 その表の下のほうになりますが、款１１・公

債費の支出済額は６２億５８８２万４０００

円、執行率９９.６％、構成比は７.７％でござ

いまして、前年度と比較して８８４９万円、

１.４％の増となっております。 

 その下の款１２・諸支出金の支出済額は１５

億５８４３万５０００円で、執行率は９４.

２％、構成比は１.９％でございまして、前年

度と比較して１３億７１７６万４０００円、７

３４.９％の大幅増となっております。増の主

な要因は、ふるさと納税の増加により、ふるさ

と八代元気づくり応援基金への積立てが増とな

ったことによるものでございます。 

 それでは、個々の歳出の決算について、主な

ものを順次説明いたします。 

 １３、１４ページをお願いいたします。 

 款２・総務費の主な事業につきまして、まず

表中の左上にある事務事業名を申し上げ、事業

の概要、決算額、特定財源及び今後の方向性の

順で説明を行います。 

 まず、１３ページの下段、行財政改革推進事

業では、第三次八代市行財政改革大綱に基づく

第三次八代市行財政改革実施計画の進捗管理を

行っております。 

 決算額は１７６万５０００円で、時事通信社

等が提供する行政向け情報サービスの使用料７

２万６０００円及び業務自動化ツールの使用料

９９万９０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、今年度策定予定の八代市デジタル

化推進基本計画と整合を図る形で第三次八代市

行財政改革大綱を見直すとともに、第２期行財
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政改革実施計画を策定し、行財政改革を自主

的・主体的に取り組んでまいります。 

 １５ページをお願いします。 

 下段の職員研修事業でございますが、新規採

用職員研修等の階層別研修のほか、人事評価制

度やハラスメント防止研修、メンタルヘルス研

修などの特別研修、各種研修専門施設への実務

派遣研修などを行っております。 

 決算額は５２７万１０００円で、主なもの

は、実務派遣研修の民間研修施設への研修８９

万７０００円や自己啓発の通信教育８２万２０

００円などでございます。 

 特定財源は、市町村職員中央研修所や全国建

設研修センターなどへの実務派遣研修に係る費

用の２分の１に相当する市町村振興協会研修助

成金１２万５０００円などでございます。 

 なお、不用額４９３万２０００円の主な要因

としましては、新型コロナウイルス感染症や令

和２年７月豪雨の影響により、計画していた研

修の一部を中止したこと等によるものでござい

ます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、今後も職員の意見等を踏まえ、時

代に即した内容やさらなる効果が得られる内容

となるよう、常に工夫をしながら充実を図ると

ともに、現下のコロナ禍において集合研修の開

催自体が難しい状況を考慮し、オンライン形式

による開催等、引き続き新しい生活様式に応じ

た研修の実践に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、１６ページ上段のふるさと納税事業で

ございますが、生まれ育ったふるさとや応援し

たい自治体に寄附した場合、寄附金額に応じて

一定額が個人住民税・所得税から控除される制

度で、近年多くの自治体が力を入れており、本

市においても平成２７年８月からポータルサイ

トを活用し、八代市の魅力発信を行いながら自

主財源確保へ向け事業を拡充しております。 

 決算額は５億６６３８万５０００円で、主な

ものは、返礼品などふるさと納税の謝礼として

３億４８２３万円、寄附の申込受付から特産品

等の発注、配送管理までを行うふるさと納税業

務委託として、１億９９３８万円、クレジット

決済手数料として７７４万２０００円などでご

ざいます。 

 特定財源は、ふるさと八代元気づくり応援寄

附金５億６６３８万５０００円でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、規模

拡充としております。 

 令和２年度の寄附金が１２億７２１４万６０

００円で、事業開始以降最高額となったところ

ですので、特産品ＰＲのみならず、クラウドフ

ァンディングの活用などを含め、寄附金充当事

業の明確化及び成果の公表を積極的に実施し、

継続的な寄附が確保できるよう推進していくこ

ととしております。 

 １７ページをお願いいたします。 

 上段の市政協力員関係事業でございますが、

住民福祉の向上と市政の円滑な運営を図るた

め、各地区に市政協力員を配置し、市民への連

絡事項の周知をお願いするとともに、広報紙配

付や各種証明の確認などをお願いしておりま

す。 

 決算額は１億１８９３万８０００円でござい

ます。市政協力員への委託料１億３５８万７０

００円が主なものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、受持ち地区や業務の見直しなどに

ついて地域の要望を尊重しながら、市民サービ

スの低下にならないよう、慎重に検討すること

としております。 

 次に、１８ページ下段の広報広聴活動事業で

ございます。広報業務としましては広報やつし

ろを毎月発行しますとともに、ホームページや

ＳＮＳなどを活用して市の情報を発信いたして

おります。また、広聴業務は市長への手紙、ま
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ちづくり出前講座なども実施いたしておりま

す。 

 決算額は４００３万８０００円で、主なもの

としましては、広報やつしろなどの印刷製本費

が３４８６万８０００円、市のホームページの

システム保守の委託料が９３万６０００円でご

ざいます。 

 なお、豪雨災害分の印刷製本費３２８万７０

００円は、被災者への迅速な情報提供のため、

計１０回発行いたしました、広報やつしろ災害

臨時号を後日改めて冊子として取りまとめ、市

内全域に配布するため、広報やつしろに折り込

んだ経費でございます。 

 特定財源は、広報紙及びホームページの広告

料収入６７２万９０００円及び豪雨災害寄附金

３２８万７０００円でございます。 

 今後の方向性でございますが、市による実

施、現行どおりとしております。広聴事業にお

きまして、昨年度は新型コロナウイルス感染症

の影響でまちづくり出前講座などの申込みを一

時中断したことにより、開催回数、参加者数と

もに当初の目標を下回っております。今後も感

染状況を考慮しながら、実施してまいりたいと

考えております。 

 １９ページをお願いいたします。 

 上段の市庁舎管理運営事業でございますが、

この事業では、仮設庁舎の保安点検、維持管理

のほか、案内業務、電話交換業務、警備業務を

行っております。また、令和２年度は、豪雨災

害後の坂本支所の災害廃棄物撤去や仮設庁舎リ

ースなども行っております。 

 決算額は１億９３３４万９０００円で、仮設

庁舎リース料９１８０万６０００円、仮設庁舎

構内等警備業務委託料２１９７万３０００円が

主なものでございます。 

 特定財源は、市庁舎施設災害復旧事業債１億

７８０万円などでございます。 

 不用額２０８２万２０００円は、主に仮設庁

舎構内等警備業務委託、仮設庁舎等清掃業務委

託及び仮設庁舎総合案内業務委託並びに坂本支

所仮設庁舎リースの入札残が生じたことや、仮

設庁舎の電気料及び機器の修繕料の支出が当初

の見込みを下回ったことにより生じたものでご

ざいます。 

 今後の方向性としましては、民間実施とし、

庁舎管理に必要な業務について、新庁舎の開庁

後、総合管理方式により業務委託を行い、管理

運営を実施することとしております。 

 なお、先ほどの電気料につきましては、令和

２年１０月から入札による電力一括調達を実施

しております。これにより、仮設庁舎を含む８

７施設の令和２年１０月から令和３年３月まで

の電気料金は前年同期と比較して２６.９％減

少したところでございます。 

 次に、２０ページ上段の定住促進対策事業で

は、若者の地元定住の促進、もしくは地元を離

れたとしても将来的な関係人口を創出すること

を目的に、やつしろ学生ラボ事業を開催いたし

ました。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえ、募集人数の制限や研究会及び発

表会の開催方法等を工夫し、参加学生１５名に

より実施いたしました。参加した学生からは、

「八代市を復興させていきたいと思った」「八

代の活性化のためにできることがあるのではな

いかと思った」「地域に貢献したいという思い

が強くなった」などといった感想があってお

り、本事業の目的の一つである本市の魅力を再

認識するという成果は上がっていると考えてお

ります。 

 決算額は１７９万１０００円で、やつしろ学

生ラボの企画運営業務委託費１５９万８０００

円が主なものでございます。 

 特定財源は、ふるさと八代元気づくり応援基

金繰入金１５９万８０００円でございます。 

 不用額の４６７万８０００円は、首都圏で開
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催予定であった移住相談会が新型コロナウイル

スの感染拡大の影響により中止となったこと、

また、坂本地域に導入を予定しておりました地

域おこし協力隊について、令和２年７月豪雨の

影響により導入を中止したことによるものでご

ざいます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、移住相談会等についてはオンライ

ンを活用するとともに、定住自立圏の構成市町

と連携し、圏域全体として移住支援体制の強

化・充実を図るとともに、やつしろ学生ラボに

ついては、長期の視点で事業の継続を図るとと

もに、研究発表をユーチューブで配信するな

ど、参加学生にとどまらず、若者が八代に興味

を持つ場の提供を行ってまいります。 

 また、移住定住を促進するため、本市の強み

や魅力を発信するため、ホームページやＳＮＳ

等のコンテンツを充実させ、都市部に住む若者

世代など、ターゲットを絞った情報発信と移住

定住の促進策を推進してまいります。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 下段の総合計画関係事業では、第２次八代市

総合計画の進捗管理を図るために市民アンケー

トを実施しました。 

 決算額は１０９万９０００円で、市民アンケ

ート支援業務委託料の１０１万８０００円が主

なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、市民アンケートにより市民意見の

収集・分析を行い、計画の進捗を図ることとし

ております。 

 また、令和３年度には、令和４年度から令和

７年度までを計画期間とする第２期基本計画を

策定する予定であり、これまでの取組を総括す

るとともに、坂本町の復旧・復興や新型コロナ

ウイルス感染症による影響、ＳＤＧｓ、Ｓｏｃ

ｉｅｔｙ５.０の推進といった新たな潮流への

対応も計画に反映することとしております。 

 ２５ページをお願いします。 

 上段の総合戦略策定事業では、令和３年３月

に策定いたしました第２期八代市人口ビジョン

及び第２期八代市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の策定を実施いたしました。 

 決算額の２０万６０００円は、策定支援の委

託料でございます。 

 今後の方向性としては、第２期八代市人口ビ

ジョン及び第２期八代市まち・ひと・しごと創

生総合戦略を策定いたしましたことから、完了

といたしておりますが、第２期総合戦略の取組

を推進するため、外部有識者等で構成する、や

つしろ・まち・ひと・しごと対策推進会議の意

見を反映させながら、ＰＤＣＡサイクルを踏ま

えた成果重視の運営を行い、必要に応じて柔軟

に事業の見直しや改訂を行ってまいります。 

 ２６ページ上段の復興推進事業（豪雨災害）

では、令和２年７月豪雨で甚大な被害が発生い

たしました坂本町において、被災された皆様を

はじめ地域住民の皆様が災害からの復旧はもと

より、将来にわたって安全・安心で快適に暮ら

せるまちづくりに向け、創造的復興を進めてい

くことを目的に坂本町復興計画を策定したもの

でございます。 

 決算額の１９２４万円は、坂本町復興計画策

定業務委託料などでございます。 

 今後の方向性として、坂本町の復興を推進す

るため、坂本町復興まちづくり計画を策定する

こととしており、坂本支所周辺のまちづくりや

住まいの再建へ向け、関係各課と連携を図り、

安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを進め

ることとしております。 

 次に、下段の地域情報化事業では、八代市に

おける地域の情報化を推進することを目的とし

て、市民が情報化社会の恩恵をひとしく享受で

きるよう地域間情報格差を解消するため、未整

備地区における光ブロードバンドの整備を推進

しております。 
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 また、市民の利便性や事務効率化を図るた

め、県及び県内市町村で構成される熊本県電子

自治体共同運営協議会で開発したシステムを活

用し、地域情報化を推進しております。 

 決算額は２億３６３５万２０００円で、日奈

久、二見、鏡沿岸部地区の光ブロードバンド整

備に係る超高速ブロードバンド整備事業補助金

２億３０００万円が主なものでございます。 

 特定財源は、合併特例債２億１８５０万円と

ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金１１５

０万円でございます。 

 今後の方向性として、市による実施、現行ど

おりとし、今後も市による事業実施を行ってま

いります。このうち、光ブロードバンド整備に

ついては、本年６月に東陽、泉地区の整備が完

了しており、残る坂本地区につきましては、令

和４年度のサービス開始に向け、整備事業者で

あるＮＴＴ西日本と密に連携しながら事業を推

進してまいります。 

 ２７ページをお願いします。 

 下段の新型コロナウイルス感染症対策事業

（ＩＣＴ高度化対応）でございますが、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止を目的として、在宅

勤務環境の整備、ＷＥＢ会議システムの導入を

行いました。 

 決算額は２１３０万８０００円で、部課かい

へのタブレットパソコンやリモート接続サーバ

の購入、さらにセキュリティ対策として暗号化

ソフトの購入等が主なものとなっております。 

 なお、特定財源として、国庫支出金の新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

事業費の全額に活用しております。 

 臨時交付金を活用した単年度事業であること

から、今後の方向性は完了となりますが、引き

続き行政のスマート化を推進するため、テレワ

ークやＷＥＢ会議等の環境整備を実施してまい

ります。 

 次に、２８ページ上段の防犯灯設置事業でご

ざいますが、夜間の犯罪を防止し、市民が安心

して生活できる住みよいまちづくりを推進する

ため、町内会等への防犯灯設置補助金の交付な

どを行っております。令和２年度につきまして

は、自治会・町内会で維持管理されている防犯

灯の設置補助金交付に加え、市が管理する公設

防犯灯の全灯ＬＥＤ化を実施しました。 

 決算額は１２２１万４０００円で、防犯灯設

置補助金として、１行目の３９９万９０００円

と中ほどのふるさと八代元気づくり応援基金対

応分１００万円及び公設防犯灯ＬＥＤ灯取替５

８４万９０００円が主なものでございます。 

 なお、特定財源として、国庫支出金の地域防

犯灯・街路灯整備事業交付金２２４万９０００

円、及びふるさと八代元気づくり応援基金繰入

金１００万円、公設防犯灯ＬＥＤ灯取替に安全

安心まちづくり基金繰入金５８４万９０００円

でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、子供や女性に対するつきまとい

等、夜間に発生しやすい犯罪を抑止すること

で、市民が安心して暮らせる環境を引き続き整

備してまいります。 

 ２９ページをお願いします。 

 上段の生活交通確保維持事業では、地域住民

の公共交通手段を確保するために、路線バス・

乗合タクシーへの補助を行っております。 

 令和２年度は、令和２年１０月から令和７年

９月までを計画期間とする八代市地域公共交通

計画の策定やその計画に伴う公共交通体系の見

直しを実施しました。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、すーぱーばんぺいゆの運行支援やタクシー

チケット割引事業に対する補助を実施していま

す。 

 なお、第２弾の支援策として、１６５０万円

を翌年度へ繰越しております。さらに、令和２

年７月豪雨により八代から坂本地区を結ぶＪＲ
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肥薩線や産交バス坂本線が不通となったことか

ら、臨時無料運行便による代替輸送運行業務委

託を実施いたしました。 

 決算額は３億２３２万５０００円で、地方バ

ス路線維持費補助金２億７２１万４０００円、

乗合タクシー運行事業補助金５６２６万３００

０円が主なものでございます。 

 また、特定財源として、国庫支出金の地域公

共交通確保維持改善事業費補助金１００３万５

０００円、県支出金の熊本県生活交通維持・活

性化総合交付金１８６２万９０００円のほか、

ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金２７９

万８０００円、新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金２１０５万８０００円、豪

雨災害寄付金１３９３万８０００円がございま

す。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、新たに策定しました八代市地域公

共交通計画に基づき、中山間地域における公共

交通の確保や各種交通機関の円滑な乗り継ぎの

確保、並びに新技術の積極的な導入による利便

性の向上を図る施策を段階的に実施することと

しております。 

 次に、下段の人権啓発推進事業でございます

が、様々な立場の人が連携・協力し、人権教

育・人権啓発の推進組織である八代市人権問題

啓発推進協議会及び八代市と氷川町で構成する

八代地域人権教育のための推進会議を中心に人

権教育・人権啓発を推進しているもので、広報

しあわせの発行や人権子ども集会・フェスティ

バルなどのイベントによる啓発を行っておりま

す。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス蔓延防止

の観点から、ホームページやオンラインなど様

々なメディアを活用しながら啓発を行ってまい

りました。 

 決算額は４４７万４０００円で、八代市人権

問題啓発推進協議会交付金２００万円と八代地

域人権教育のための推進会議負担金６６万円が

主なものでございます。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしており、市民一人一人に人権意識が

浸透するように、家庭や地域、職場における研

修を促進し、人権文化に満ちあふれたふるさと

づくりを目指すこととしております。 

 ３０ページ下段の青少年健全育成事業でござ

いますが、青少年指導員延べ１６３４人が街頭

指導を実施し、青少年の非行及び被害の防止に

取り組んでおります。また、青少年相談員３人

がヤングテレホンやつしろによる電話、面接、

メール等で相談を受け、アドバイスを行ってお

ります。 

 決算額は８２６万円で、八代市青少年指導員

謝礼３３６万８０００円、青少年相談員報酬３

０３万２０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりし、これからも青少年の動向や

社会環境の変化を見極めながら、これまで以上

に地域や関係機関・団体等との連携を密にし、

青少年の非行及び被害の防止に取り組むことと

しております。 

 ３１ページをお願いします。 

 上段のコミュニティセンター施設整備事業

は、市民の地域活動の拠点であるコミュニティ

センターの整備及び利用者の安全、利便性の向

上を図るもので、決算額は２億８４８９万１０

００円でございます。 

 これは、高田コミュニティセンター改築工事

で、現年分２億３９７８万２０００円、繰越分

２１２０万８０００円、代陽・宮地・八千把コ

ミュニティセンターの空調機整備で、１１９６

万８０００円、麦島コミュニティセンターのト

イレ改修工事３７０万２０００円が主なもので

ございます。 

 特定財源は、地方債として、高田コミュニテ

ィセンター改築事業で現年分２億２４９０万
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円、繰越分２０１０万円は合併特例債で、空調

機整備等のコミュニティセンター施設整備事業

１５１０万円は、緊急防災・減災事業債でござ

います。その他、国庫支出金として、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金３１

万円でございます。 

 繰越明許費の７７５万８０００円は郡築コミ

ュニティセンターのトイレ改修工事で、１１月

に入札を行いましたが不調となり、適正な工期

を確保できなかったため、繰り越したものでご

ざいます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、高田コミュニティセンターは完成

いたしましたが、その他多くのコミュニティセ

ンターが築３０年以上を経過しているため、公

共施設等総合管理計画の方針に基づき、計画的

に改修・改築を進めていくこととしておりま

す。 

 次は、３２ページ上段の新庁舎建設事業は新

庁舎建設工事に係るもので、令和４年２月中旬

の開庁に向け、新庁舎の建設工事や関連する付

帯工事等を実施するものです。 

 決算額は３４億２７２０万２０００円で、新

庁舎建設工事３２億３０４０万円、電気付帯工

事４３８０万円、主要部材となる木材加工業務

委託１億２３０４万１０００円、外構工事実施

設計業務委託２９０２万９０００円が主なもの

でございます。 

 特定財源は、地方債の新庁舎建設事業が合併

特例債で８億９６２０万円、市庁舎施設災害復

旧事業が２４億８２７０万円などでございま

す。 

 繰越額２０億７３６０万２０００円の主な理

由は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急

事態宣言の発令による工事の一時中止や当該宣

言等により、予定した労働力を確保することが

困難となり、新庁舎建設工事等を繰り越すもの

です。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとしており、一刻も早く新庁舎を建設す

る責務があることから、今後も厳格な工程管理

を行い、事業を推進してまいります。 

 次に、下段の特別定額給付金給付事業は、新

型コロナウイルス感染症緊急経済対策におい

て、雇用・事業活動・生活を守るための施策と

して、全国全ての人々に対して一律に一人当た

り１０万円を給付することとされた事業でござ

います。 

 決算額は１２６億３２０７万３０００円で、

特別定額給付金が１２５億８０３０万円、郵便

料１３９９万３０００円、口座振込手数料６３

２万３０００円が主なものでございます。 

 特定財源は全額、国庫支出金でございます。 

 今後の方向性は、完了であり、令和２年度に

おける緊急経済対策の一つとして、国によって

実施され、本年度中に完了しております。 

 ３５ページをお願いいたします。 

 下段の番号制度導入事業では、マイナンバー

カードの交付や申請受付、更新業務などを行っ

ております。 

 決算額は８５３５万４０００円で、住基シス

テム・戸籍システム改修委託料１４９４万９０

００円、コンビニ交付システム使用料２２８万

２０００円、住民基本台帳ネットワークシステ

ム機器リース料３３３万７０００円、コンビニ

交付運営負担金２７２万８０００円、個人番号

カード関連事務交付金５４４９万１０００円が

主なものでございます。 

 なお、特定財源として、国庫支出金の個人番

号カード関連事務補助金５９７４万９０００円

などがございます。 

 不用額の２１８７万５０００円は、マイナン

バーカードの全国の交付枚数が当初見込みより

少なかったため、地方公共団体情報システム機

構へ支払う事務交付金が減額となったことによ

るものでございます。 
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 今後の方向性は、市による実施、規模拡充と

しております。マイナンバーカードを利用した

行政手続のオンライン化の進展を見据え、マイ

ナンバーカード受付センターの設置など、マイ

ナンバーカードの円滑な取得に向けた取組をさ

らに推進してまいります。 

 次に、３６ページ下段の国勢調査事業でござ

いますが、市内に居住している全ての人及び世

帯を対象として、５年ごとに実施されている最

も重要な統計調査で、決算額５１８６万６００

０円は、調査員約７３０名及び指導員約１００

名分の報酬が主なものでございます。 

 特定財源といたしましては、全額、県支出金

の国勢調査委託金で、今後の方向性としまして

は、今回の調査は令和２年度で終了しましたの

で完了となりますが、５年ごとの実施により、

次回は令和７年度実施予定となります。 

 次は、大きく飛びまして、１７８ページをお

願いいたします。 

 款１２・諸支出金でございます。１７８ペー

ジ下段のふるさと八代元気づくり応援基金事業

でございますが、ふるさと納税制度を利用して

寄せられた寄付金を基金に積み立て、子どもの

未来づくりなど、基金の活用目的に基づき実施

する事業の財源の創出を目的としておりまし

て、決算額５億４４４９万９０００円は積立額

の内訳として、事務費相当分などを除く寄附額

５億４４１１万８０００円と利子３８万１００

０円を積み立てたものでございます。 

 令和２年度末、基金現在高は、基金活用事業

３０事業分に１億５７６１万４０００円を取り

崩したものの、寄附金との相殺で昨年度末より

増加し、６億２３４２万１０００円となってお

ります。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

規模拡充としており、寄附額の増加に伴い、活

用金額も増加傾向でございます。これは、返礼

品の増加や寄附者への活用事業ＰＲなどを充実

させている効果の現われと考えております。今

後は、坂本地区の復旧・復興事業への活用を要

望される寄附者の声も多数寄せられているた

め、引き続き幅広い事業の活用を図っていきた

いと考えております。 

 次に、主要施策に記載のない公債費と予備費

について、一般会計歳入歳出決算書に基づき、

説明いたします。 

 大変恐れ入りますが、資料が変わりまして、

一般会計決算書をお願いいたします。 

 ２０４、２０５ページになります。 

 一般会計決算書の２０４、２０５ページの下

段、款１１・公債費を御覧ください。金額は、

１０００円未満を切り捨てて御説明いたしま

す。 

 目１・元金の決算額は５９億４３９１万５０

００円で、国の財政融資や民間金融機関などか

ら借り入れました、長期債の償還元金でござい

ます。 

 また、目２・利子の決算額は３億１４９０万

８０００円で、主なものは、元金と同様に長期

債の償還利子でございます。 

 なお、公債費の不用額２７９４万４０００円

は、主に利子が要因でございまして、令和元年

度借入予定の市債が、令和２年度への繰越事業

となり、借入れ額が減少したこと等によるもの

でございます。 

 最後に、２０８、２０９ページをお願いしま

す。 

 款１３・予備費でございますが、予算額２０

００万円に対して決算額はゼロとなっており、

予備費充用は行っておりません。 

 続きまして、総務費の主な予算流用を説明い

たします。 

 恐れ入ります。ページを戻っていただきまし

て、１０４、１０５ページをお願いいたしま

す。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目１・一
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般管理費の中で、備考欄の下段になりますが、

１節から３節への流用１０００万円は、３月補

正後に２名の退職の申し出があり、退職手当が

不足したため流用したものでございます。 

 １１０、１１１ページをお願いします。 

 目６・情報推進費の中で備考欄の下段になり

ますが、１３節から１７節への流用１４３万１

０００円は、暗号化及びリモート接続等調達に

おいて、使用料と備品購入を合わせた入札では

予定額内だったものの、個別の内訳が見込みと

異なって使用料が余り、備品購入費が不足した

こと等により、流用して対応したものでござい

ます。 

 以上、総務費、公債費、諸支出金、予備費の

関係分の説明とさせていただきます。御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について一括して質疑を行います。質疑あり

ませんか。 

○委員（山本敬晃君） 調書その１ですね、１

６ページふるさと納税の説明があったと思うん

ですけども、八代市民の方がほかの他の自治体

にふるさと納税されている額っていうのは把握

されていますでしょうか。もし把握されている

のであればその増減はどういう傾向にあるのか

をちょっと教えていただければと思います。 

○市民税課長（山内真奈美君） こんにちは。

市民納税課の山内でございます。よろしくお願

いいたします。 

 他市の市町村に寄附をされた金額ということ

でよろしかったでしょうか。昨年度の実績で約

１億６０００万円となります。 

 以上です。 

○委員（山本敬晃君） ふるさと納税の額が平

成３０年、令和元年、令和２年で増加してきて

る傾向がありましたけども、今までの他自治体

への納税額というのは増加傾向にあるんです

か、それとも減少傾向にあるんでしょうか。そ

ういう傾向があれば教えてください。 

○市民税課長（山内真奈美君） ふるさと納税

制度が始まりましてから、さらに皆様このふる

さと納税制度というのが周知されるにつれまし

て、年々増加傾向にはございます。ですので、

１億６０００万円、令和２年度ですね、１億６

０００万円まで上がっております。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（山本敬晃君） 調書のその１の２６ペ

ージのですね、復興推進事業でですね、坂本町

の復興計画策定が業務委託となってますけど

も、これ何か民間の会社か何かに委託されたの

でしょうか。もしされてるのであれば、この委

託先を教えていただければと思います。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 業務委託に関

しましては、民間のほうに委託しております。

委託業者のほうは、全て株式会社建設技術研究

所熊本事務所に委託をしております。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 施策の調書の１７ペー

ジの市政協力員関係事業についてお尋ねしま

す。昨年度からですね、委託に扱いがなってる

ということで、当事者としての市政協力員さん

方々からのですね、制度が変わってからの声と

いうようなものはございましたでしょうか。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 市民活動政策課の吉井で

す。よろしくお願いします。 

 委託に変わりましても金額等については変わ

っておりませんけれども、事務が煩雑になった

とかですね、制度の改正について説明する中で

はですね、後継ぎが、後継者がいない、そうい

ったお声が多かったです。 

○委員（堀 徹男君） 今後の方向性と理由等
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にですね、いろいろ書いてあって、地区の見直

しだったり、増員を検討するという必要がある

ということは認識されるということで伺ってお

きます。 

 続けてよろしいですか。 

○委員長（古嶋津義君） はい。 

○委員（堀 徹男君） その隣の１８ページの

広報広聴活動の分において、広報やつしろ配付

方法ですね。こちらのほうを現在市政協力員さ

ん方々に配付を頼っているというところもある

と思うんですが、この配付方法についてです

ね、見直し等の検討をされるようなことはあり

ましたでしょうか。 

○秘書広報課長補佐兼秘書係長（秋田大助君） 

 秘書広報課の秋田でございます。よろしくお

願いします。 

 市報の配付方法につきましては、現在コミュ

ニティセンターを通じて市政協力員さんに配付

をお願いしたりですね、一部の地区におきまし

ては直接市政協力員さんの御自宅に郵送して配

付をしているところでございます。現在、イン

ターネット等進んで、ＳＮＳ等を活用した情報

発信なども行っておりますので、市報の配付と

併せまして郵便局の活用なども併せてですね、

現在検討を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） すいません、確認いい

ですか。市政協力員さん方々に配付を頼らない

方法を検討しているということでいいんです

か。 

○秘書広報課長補佐兼秘書係長（秋田大助君） 

 市政協力員さんを活用した配付方法も併せて

別の方法も一緒にですね、どちらがより効率的

に配付できるのかというところを検討している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ２８ページのですね、

防犯灯設置事業についてですが、町内会から申

請があって防犯灯設置の補助金を出していただ

いてるというふうに思ってますが、３年連続し

て補助金が該当したところは４年目はちょっと

お休みしてくださいといったようなですね、ル

ールがあるかないかというようなことを聞いた

んですけど、実際補助金の交付要綱としてはど

うなってるんでしょうか。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 基準の中にですね、３年

連続したら駄目ということはないんですが、何

年間か受けたという実績はですね、ちょっと考

慮させていただいております。 

○委員（堀 徹男君） 要綱にはないけど考慮

させていただいてるというのは、どんな決め方

なんですか。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 基準を設けておりまし

て、例えば事故があったとかですね、防犯灯が

切れているとかですね、通学路であるとか、そ

ういったいろいろな中に一つの項目としてある

ので、３年連続は絶対駄目ということではござ

いません。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） １９ページの市庁舎管

理運営事業でプロポーザルを実施して、令和４

年の３月から令和６年１０月、２年半くらいで

すけども、これは業務委託を一本化するという

理由からですか。 

○財産経営課長（山本浩司君） 財産経営課山

本です。よろしくお願いいたします。 

 業務委託につきましてはですね、新庁舎の施

設管理の規模が拡充されるということですと

か、市民交流エリアが夜１０時までは、あるい

は、土日も開放するということでですね、専門

性が高い管理が必要となりますので、一本化し
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まして維持管理とか施錠とか警備とか総合案内

とかを一本化いたしまして発注いたしまして、

大体３年としたかったんですけれども、次の３

年後のプロポーザルの準備等サイクルを考えま

してその期間と今回はさせていただいておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ３０ページの人権同和

政策事業について少しお尋ねをしますけど、同

和教育奨学金等個人給付という事業が概要の中

にあるんですけど、具体的にいいますとどうい

ったことをされてるんでしょうか。教えていた

だきたいと思います。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（角 竜一郎君） 人権政策課の角です。よろ

しくお願いします。 

 市の同和教育奨学金給付といいますのは、も

ともと同和対策事業が昭和５２年度から八代市

で行われた際に対象地区の子供さんの経済的困

窮な状況を配慮して行われた制度ということに

なります。 

 この市の奨学金給付につきましては、同和対

策事業が終わりまして平成２９年度でもって終

わるということが決定しておりまして、ただそ

の計画の際に２９年度に学校に在籍していた

方、例えば、１年生がその学校を卒業するまで

の６年間については継続するというようなこと

でなっておりまして、令和４年度までに事業と

しては終了するというような内容になっており

ます。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） ２９年度で終了という

のは何か法的な根拠があってのことでしょうけ

ど、終わってからでも続けるという根拠は何に

なってますか。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（角 竜一郎君） 同和対策事業が終了しまし

たのが平成１３年度末でございまして、法的に

はそのときに全ての特別対策の法律がなくなっ

てしまいましたので、法律上としてのことは全

て終わりました。この同和教育奨学金について

は、市の単独事業として当面継続するというよ

うなことでそのときに決定があっておりまし

て、それが２７年度まで続けられていく中で２

８年、２９年の２か年をもって終了するという

ふうになったものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ３２ページの新庁舎建

設事業の経費の中で旅費で横浜市に免震ゴムの

検査ほかって書いてあるんですけど、横浜市に

免震ゴムの検査ってこれは具体的には何された

んですかね。 

○新庁舎建設課長（豊田浩市郎君） 質問にお

答えします。 

 耐震の装置の中で免震ゴムを使用する材料検

査の旅費でございます。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ３３ページのですね、

市民税賦課徴収事務事業、その中ですけども、

軽自動車税、自動車検査登録制度のときに必要

のない原動機付自転車等々のですね、軽自動車

税があると思うんですけど、その滞納状況とい

いますか、大体どれぐらいの八代市に登録とい

うか、課税対象の台数が原動機付自転車です

ね、あって、どれぐらいの金額が税収として見

込めるんだけど滞納がどれぐらいあってってい

うようなことがですね、分かればなと思うんで

すけど。 

 また、その対策ですね。徴収の対応。どんな

ふうにされてるのか。 
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○財務部長（尾﨑行雄君） ただいまの御質問

でですね、原付でございますね、につきまして

はですね、令和２年度が５６９５台ございまし

てですね、収納率自体がちょっと分かりかねる

んですが、軽自動車税全体の収納率はですね、

９８％を超えておりまして、全般的にはほぼ収

納してるという状況でございます。 

○委員（堀 徹男君） ９８％ですね、収納率

が高いのは、継続検査のときに２年に１回とか

ですね、どうしても納税証明書が要るじゃない

ですか。それは車も含めてでしょう、今の数字

は。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 車検ていうのが必

要なのがですね、４００ｃｃ以上だったと思い

まして、原動機付自転車は基本車検というのは

必要ございませんので。（委員堀徹男君「その

分が何台でどれぐらい集められてるんですかと

いうこと」と呼ぶ） 

○委員（堀 徹男君） 継続検査等の必要のな

い原付２種までの分ですね、その分はどれぐら

いの徴収がされて、滞納がどれぐらいあるのか

をお尋ねしたいんですよね。だからすごい限定

的な数字ですけど、今あれなら後でもいいです

よ。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 申し訳ございませ

ん。そこの細かい数字は今手元にございません

ので、後ほどお知らせするということでよろし

ゅうございますか。（委員堀徹男君「分かりま

した」と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） では、堀委員のほう

で後ほどいいですね。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） ほかになければ、以

上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（堀 徹男君） 質問はしませんでした

けど、１９ページのファシリティマネジメント

の推進ですね、この決算書の報告の中では今回

職員さんに対する研修というのがなかったとい

うふうに思います。以前はですね、職員さん方

に対するファシリティマネジメントの研修会が

たくさん開催されていて、これからとても大事

な施策になっていくと思うんですよね。３年度

中にも個別計画ができるというふうに伺ってま

したので、ぜひですね、今後はまた再び職員さ

ん向け等々の研修会をですね、催していただい

て、共通認識意識を高めていただきたいなとい

うふうに思っています。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ以上で第２

款・総務費、第１１款・公債費、第１２款・諸

支出金中当委員会関係分及び第１３款・予備費

についてを終了いたします。 

 執行部入替えのため小会します。 

（午後２時０７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時０８分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、第８款・消防費について、総務企画部

から説明を願います。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 皆様こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務企画

部稲本でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、第８款の消防費につきまして、総

括させていただきます。では、着座にて申し上

げます。 

 初めに、７月豪雨災害の検証につきまして

は、災害対応について客観的に分析し、今後の

災害時にも的確に対応できるよう、八代市地域
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防災計画の修正や行動マニュアルの見直し、災

害対応力の向上と防災対策の強化を目的として

行ってまいりました。 

 その結果、課題に対する改善策が全体で３３

４項目あり、そのうち地域防災計画の修正に反

映したものが７０項目、個別計画や各種マニュ

アルなどの見直し、また、災害協定などその他

の対応が必要なものが２６４項目ございまし

た。これを踏まえ、応急対応等で早急に見直し

が必要な課題に対しまして、本年６月に八代市

地域防災計画の修正を行っております。 

 次に、避難所における新型コロナウイルス感

染症対策といたしまして、受付時において手指

消毒や検温、マスク着用の徹底をしておりま

す。また、避難者の感染防止及びプライバシー

の確保を目的とした簡易間仕切りを配備し、避

難所における安心・安全を確保しております。

引き続き避難所の環境改善に取り組んでまいり

ます。 

 次に、八代市地域防災マップについてです

が、避難所や浸水想定区域、土砂災害警戒区域

などを市民の皆様に周知しております。 

 周知方法としましては、インターネットや冊

子等で公開をしており、令和２年度は、熊本県

が管理する河川におきまして、想定しうる最大

規模の降雨、いわゆるＬ２の浸水範囲等が公開

されたことから、インターネット版に掲載いた

しました。また、校区別防災マップにつきまし

ても増刷を行っております。 

 この地域防災マップを活用した出前講座を実

施するなど、その活用をより一層進めていくこ

ととしております。 

 次に、自主防災組織についてですが、組織率

向上に向けて、未結成地域の町内会等へ自主防

災組織の重要性などについて働きかけを行い、

令和２年度は東陽地域の２集落において新たに

結成していただきました。 

 令和３年３月末現在の自主防災組織の結成率

は約８７.４６％となっており、全国の自主防

災組織の組織率が８４.３％であることから、

本市の取組は進んでいるものと考えておりま

す。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響から

対面での訓練が難しい状況であったものの、各

自主防災組織で工夫され、電話による情報伝達

訓練など、非対面での訓練を実施いただいてお

ります。 

 校区単位で行う住民参加型防災訓練について

は、予定しておりました宮地・植柳校区の訓練

を令和３年度に延期しております。なお、宮地

校区の訓練におきましては、明日１０月３０日

に実施することとしております。今後も自主防

災組織の組織率向上に向けた取組及び出前講座

や研修会、訓練などを通じ、自助や共助の推進

に取り組んでまいります。 

 次に、防災行政情報通信システムにつきまし

ては、令和元年度からシステムの構築を開始

し、新庁舎が完成後の来年３月までを工期とし

て、整備を進めております。 

 令和２年度には、アプリやメール、屋外拡声

子局に情報を配信するシステムの一部が完成し

たことから、本年４月から避難情報等の伝達を

新システムから開始しました。 

 令和３年度は、災害時の情報収集や対応等を

一元的に管理する災害時支援システム、災害現

場の映像等をリアルタイムで共有することがで

きる、映像表示システムの構築が完了すること

から、令和４年度からの本格運用に向けて、関

係課かいとの訓練等を実施する予定でございま

す。 

 次に、消防団の装備について、消防庁の消防

団の装備の基準に基づき、計画的に整備を行っ

ております。令和２年度には、消防車両、小型

動力ポンプ、活動服などを整備いたしました。

あわせて、平成３０年度から令和２年度までの

３年間で、ＡＥＤ、チェーンソー、エンジンカ
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ッターなどの救助活動用資機材の整備を終えた

ところでございます。 

 また、７月豪雨災害で被災した団員の活動服

については、令和２年度中に速やかに調達いた

しました。また、令和３年に繰り越しておりま

した水没した車両や小型動力ポンプについても

納品済となっております。 

 最後に、令和２年度は、７月豪雨災害からの

応急、復旧、復興、被災者支援に加え、新型コ

ロナウイルス感染症の影響などがございました

が、地域防災計画の見直しや消防団装備品の調

達など、早急な対応ができたものと考えており

ます。 

 以上、消防費の総括とさせていただきます。 

 この後、詳細につきましては、総務企画部廣

兼次長から御説明いたさせますので、御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○総務企画部次長（廣兼和久君） 総務企画部

の廣兼でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、令和２年度八代市一般会計歳入歳

出決算書のうち、歳出の消防費関係分について

説明をいたします。着座にて説明させていただ

きます。 

 それでは、令和２年度における主要な施策の

成果に関する調書（その１）の１１ページをお

開き下さい。 

 款８・消防費を御覧ください。歳出決算の状

況ですが、支出済額が３１億８６４７万４００

０円、執行率は９８.６％、歳出済額に対する

構成比は３.９％、前年度に比べ１０億２６７

７万６０００円、４７.５％の増となっており

ます。この増額分につきましては、防災行政無

線整備事業で、新たな防災行政情報通信システ

ムの整備に伴い、委託料が増加したことが主な

理由となっております。 

 それでは、個々の歳出の決算について御説明

いたします。 

 １４１ページをお願いいたします。 

 １４１ページ上段です。広域行政事務組合負

担金事業ですが、八代広域行政事務組合消防本

部による消防活動、救助活動の的確な実施と推

進を図るための負担金で、決算額は１８億３３

７０万９０００円。主な内容といたしまして、

通常消防運営経費１８億１５７１万６０００

円、日奈久分署新築に伴う用地購入費などの償

還費２８６万７０００円、氷川分署新庁舎建設

関係の償還費１４４０万４０００円、新開分署

用地購入の償還費６５万５０００円でございま

す。 

 特定財源の国県支出金１６万円につきまして

は、火薬類や液化石油ガス等の各種届出の受理

等に関する事務の権限委譲に対する県支出金で

ございます。 

 今後の方向性といたしましては、本市消防施

策の実施に欠かせないものであり、市による実

施、現行どおりといたしております。 

 次に、下段の消防団活動事業でございます。

報酬や出動手当、共済費等で消防団員に必要な

処遇と福利厚生の確保を図るものです。 

 決算額は１億８６８１万７０００円、主なも

のといたしまして、消防団員２２８５名の報酬

６０７３万６０００円、退職報償金５１６６万

５０００円、出動時の費用弁償１２１４万円、

退職報奨金に係る掛金４８００万円が主なもの

でございます。特定財源といたしまして、消防

団員退職報奨金５１６６万５０００円、消防団

員福祉共済加入者に係る事務費負担金５６万１

０００円などでございます。 

 不用額の７２５万６０００円につきまして

は、消防団員の条例定数に対し、実団員数が少

ないことによる消防団員の報酬３１０万９００

０円、コロナ禍により通常活動ができなかった

ことによる出動手当１５８万６０００円が主な

ものでございます。 

 今後の方向性いたしまして、市による実施、

現行どおりとし、消防団員の確保について、地
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元企業へさらなる呼びかけなどの取組を行って

まいります。 

 続きまして、１４２ページの上段をお願いい

たします。 

 消防団整備事業でございます。消防団活動に

欠かすことのできない資機材等の整備や維持管

理を行う事業でございます。 

 決算額は７７６５万６０００円、主な内容と

いたしまして、備品購入費で消防車両と小型動

力ポンプ４０６２万５０００円、消防用ホース

１３６万３０００円、消防受令機１２７万２０

００円、消防団施設整備補助金で整備したＡＥ

Ｄやチェーンソー等４８５万２０００円、消防

団員の新基準活動服１９０５万７０００円など

でございます。 

 また、豪雨災害分として、被災した坂本方面

隊における活動服等の被服代と耐切創手袋代等

として１３６万円がございます。 

 特定財源の主なものとして、熊本県電源立地

地域対策交付金８４０万、石油貯蔵施設立地対

策等交付金１２１５万７０００円、球磨川水系

防災・減災ソフト対策等補助金１４２７万円、

地方債として消防団整備事業費２０１０万円な

どでございます。 

 翌年度への繰越額３５７８万１０００円は、

豪雨災害で水没した坂本方面隊の消防車両や小

型動力ポンプ等の年度内納品が間に合わなかっ

たことから、令和３年度へ繰り越すものでござ

います。 

 不用額の８６３万８０００円は、ＡＥＤやチ

ェーンソーなどの緊急救助用資機材の入札残２

３２万３０００円、消防車両やポンプ購入等の

入札残１９１万８０００円などが主なものでご

ざいます。 

 今後の方向性といたしましては、安全で十分

な活動を進めるため、必要となる資機材の整備

更新を行うこととしており、市による実施、現

行どおりといたしております。 

 次に、下段の消防施設整備事業でございま

す。防火水槽や消火栓、消防団車庫、屋外ホー

ス格納庫など消防活動のための環境を整備する

事業でございます。 

 決算額は２７０８万９０００円で、主なもの

といたしまして、工事請負費で防火水槽の新設

９４９万３０００円、消防団の車庫７５５万

円、消防設備修繕として１９２万４０００円、

消火栓工事負担金で水道局や生活環境事務組合

へ合わせて４１２万９０００円でございます。 

 なお、簡易水道の消火栓に関する入札不落に

伴う令和元年度の繰越分が２９３万８０００円

ございます。 

 特定財源といたしまして、地方債で現年分の

消防施設整備事業の１９２０万円と繰越分の２

９０万円がございます。 

 不用額の７８７万円は、当初の予定よりも修

繕件数が少なかったことによる消火栓負担金の

執行残３９３万円と消防団車庫、防火水槽など

の工事負担費の入札残２９７万９０００円が主

なものでございます。 

 今後の方向性といたしまして、安全で安心な

まちづくりの実現に向けて、地域要望など反映

させながら整備することとしておりまして、市

による実施、現行どおりといたしております。 

 続きまして、１４３ページお願いいたしま

す。 

 上段の防災対策事業でございます。市民の防

災意識の向上を目的とした講座の開催、本市の

防災対策の基本となる八代市地域防災計画の修

正、自主防災組織の育成支援などを行う事業で

ございます。 

 決算額は２８３９万２０００円で、主な内容

といたしましてはデータ放送、衛星携帯電話等

の使用料で１２６万４０００円、防災マップの

修正・増刷で１０２万３０００円、ＷＥＢ版ハ

ザードマップ作成、Ｊアラートの設備機器更新

で５１４万８０００円、職員用防災服の購入で
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５１４万８０００円、段ボール間仕切り・非接

触型体温計で１１３７万６０００円でございま

す。 

 特定財源といたしまして、国庫支出金の防

災・安全社会資本整備交付金９２万４０００

円、県支出金の球磨川水系防災・減災ソフト対

策補助金２３０万４０００円、平成２８年熊本

地震復興基金繰入金９３７万２０００円、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

１２９６万６０００円などがございます。 

 不用額の７３６万３０００円は、新型コロナ

ウイルス感染症対策として、避難所用の間仕切

りなどを購入した備品購入費の入札残５２８万

６０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性といたしまして、市による実

施、現行どおりとし、出前講座の非対面での実

施や新型コロナウイルス感染症に配慮した自主

防災組織の活動を呼びかけていくこととしてお

ります。 

 次に、１４３ページ下段の防災行政無線整備

事業でございます。これは、防災情報を迅速か

つ的確に伝達できるよう、新しい防災行政情報

通信システムの整備による屋外拡声機の整備や

戸別受信機の設置などを行うことと併せて、防

災行政無線設備の定期点検等を行う事業でござ

います。 

 決算額は１０億１１０７万６０００円で、主

な内容といたしまして、防災無線の電気・修繕

費などで１６１万４０００円、防災無線の通信

料で３８８万４０００円、防災行政情報通信シ

ステム整備委託等で３億９１９５万３０００

円、電波利用料負担金で１７１万３０００円で

ございます。 

 また、前年度からの繰越分として、防災行政

情報通信システムの整備委託６億１１００万円

でございます。 

 特定財源の地方債９億９５８０万円は、新し

い防災行政情報通信システム整備に充てたもの

で、現年分３億８４８０万円と繰越分６億１１

００万円でございます。 

 翌年度への繰越額５億１５１５万５０００円

は、令和２年７月豪雨の影響で防災行政情報通

信システム整備に見直しが生じたことから、年

度内の完了が困難となり、令和３年度に繰越し

をしたものでございます。 

 不用額４７９万７０００円は、ＭＣＡ無線機

器の修繕費が当初予算見積りよりも大幅に少な

かったことによる執行残３０７万８０００円が

主なものでございます。 

 今後の方向性といたしまして、市による実

施、現行どおりとし、市民に早めの避難の呼び

かけや適切な避難場所へ誘導するために、防災

アプリやメール、一斉架電など、情報受信手段

への登録を促していくこととしております。 

 続きまして、１４４ページを御覧いただきた

いと思います。 

 上段の災害時用備蓄資材整備事業でございま

すが、これは防災備蓄倉庫の設置及び備蓄品を

整備し、災害時に備えるものです。 

 決算額は１２９２万円で、主なものとして、

消耗品として、アルファ米・保存水など３７２

万円、備品購入費として、発電機、投光器など

２０５万９０００円及び防災備蓄倉庫７０７万

３０００円でございます。 

 特定財源の県支出金２４４万１０００円は、

球磨川水系防災・減災ソフト対策等補助金で、

その他特定財源９１３万２０００円は、平成２

８年熊本地震復興基金繰入金でございます。 

 不用額の３３４万８０００円は、アルファ米

や保存水など備蓄品購入の入札残１７７万９０

００円、発電機・投光器などの備品購入の入札

残９４万円が主なものでございます。 

 今後の方向性といたしまして、市による実

施、規模拡充とし、計画的に備蓄を行うため、

拠点となる備蓄倉庫の整備や食糧の調達を進め

るとともに、市民の皆様にも食糧備蓄など必要
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な物資の備蓄をしていただけるよう働きかけて

いくこととしております。 

 以上、消防費関係の内容説明とさせていただ

きます。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（山本敬晃君） １４１ページの消防団

活動事業のことなんですけども、消防団員の募

集っていうのは、それはどういったもので決め

られてるのかっていうのを教えていただきたい

のと、団員数を増やしたいってことなんですけ

ども、消防団員の待遇の改善、報酬をアップし

たりとかっていうのは検討されないのかってい

うところをちょっとお聞きしたいと思います。 

○危機管理課長（西村一章君） 危機管理課の

西村でございます。よろしくお願いします。 

 委員お尋ねの報酬等の（聴取不能）いう御質

問でございますけれども、これにつきまして

は、条例のほうで定めてあるものでございま

す。 

 それと、今後の団員等の募集改善等々につき

ましては、現在消防庁あたりからですね、全国

の状況等の情報をいただいておりますので、そ

れと併せて近隣のですね、市町村等の状況等も

加味しながら今後検討させていただきたいとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（田方芳信君） １４０ページの新開分

署の用地購入分６５万５０００円ですかね。こ

れはどこを新開分署の買われるわけですか。 

○危機管理課長（西村一章君） 新開分署の用

地を購入した場所でございますけど、現在のメ

ルシャンさんのですね、敷地の元マイクロバイ

オファーマがあった敷地、つまり、今のメルシ

ャンさんの敷地の西側の一画ですね。ちょうど

交差点に面した一画になります。 

○委員（田方芳信君） そこが６５万５０００

円……。 

○危機管理課長（西村一章君） この新開分署

土地購入に関しましては、八代広域行政事務組

合のほうからお話をお聞きしましたところ、先

行用地取得債でですね、用地を購入されており

まして、今後新開分署の建設時にですね、借り

換える予定ということで、現況につきましては

利息分のお支払いというふうに聞いておりま

す。 

○委員（田方芳信君） ちゅうことは、新開分

署を旧三楽酒造の跡地に移すということですか

ね、将来的には。 

○危機管理課長（西村一章君） おっしゃると

おりでございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 消防団整備事業等々の

ですね、有力な財源になってます球磨川水系防

災・減災ソフト対策等補助金、これはたしか時

限立法的なものだったとは思うんですよね。も

う４年ぐらい経ってるんじゃないかなと思うん

ですけど、あと何年ぐらい有効にその財源とし

て活用できるのか。それと、新年度、新しい年

度にですね、この財源を活用した事業をどのよ

うにお考えになっていらっしゃるのかを教えて

いただきたいと思います。 

○危機管理課長（西村一章君） 球磨川水系補

助金に関しましては、熊本地震以降ですね、球

磨川水系の自治体整備に設けられた補助金でご

ざいまして、当時原資１０億円を基金として事

業を展開していたものでございます。原資なく

なり次第終了の予定ということにされておりま

したけれども、昨年度の７月豪雨を踏まえまし

て、さらに基金の積み増しが県のほうで行われ

ております。基金の積み増しが行われた関係

で、引き続き事業のほうは展開するというふう
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に聞いております。 

 以上でございます。（委員堀徹男君「まだ新

年度の計画と……」と呼ぶ） 

○危機管理課長（西村一章君） 失礼いたしま

した。 

 今後の基金の使い道といいますか、基本的に

は、ソフト対策事業に充当するということにな

っておりますので、引き続きですね、ハザード

マップの作成であったり、ＷＥＢ版のハザード

マップ等々、それから、これに関してはかなり

自由度が高うございますので、自主防災組織の

補助金等ですね、そういったものに関して今後

充てていこうというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（山本敬晃君） １４４ページの災害時

用備蓄資材整備事業についてなんですけども、

食糧備蓄と今後整備費も増加されていくという

ことだったと思うんですけども、先ほどなんか

消耗品、アルファ米とか水とかありましたけ

ど、調達先といいますか、今回八代産のちゅう

のを使われているんでしょうか。 

○危機管理課長（西村一章君） 備蓄品につい

てのアルファ米等については、八代産のものを

使用しているかというお尋ねだったかと思いま

すけれども、今、こういったアルファ米等の生

産をやっている事業者について、八代市内でそ

ういった事業者が今見当たらないということ

で、こちらについては市外の業者のほうから購

入をさせていただいてるという状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本貴喜君） 消防団整備事業につい

てですけど、実際新入団員とかに対しての団服

ですとか、長靴といったものの支給が遅れてる

っていうふうに聞いてるんですけども、そこら

辺は予算とかで前もって取ったりとかしてたり

はしないんですかね。 

○危機管理課長（西村一章君） 新入団員さん

等へのですね、備品等の支給が遅れているとい

う御指摘でございますが、この点に関しまして

は、遅れたことに対しまして、まずもっておわ

びを申し上げます。 

 予算的には毎年きちんとですね、新入団員分

も含めて確保させていただいております。今後

そういった遅れが生じないようにですね、なる

べく早めの予算執行を心がけてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。ほかに質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（堀 徹男君） 災害用備蓄資材事業の

今後の方向性のところの部分なんですけど、備

蓄倉庫をですね、計画立てて今後整備されてい

く予定ということで記述してあります。とても

ですね、前向きに取り組んでいただいた結果か

なというふうに思ってます。備蓄倉庫の場所の

ですね、選定等に当たっては山間部、平野部、

それから干拓部等々ですね、均等に配置をよく

しっかりと検討して配備を進めていただければ

というふうに思っています。 

 以上です。 

○委員（山本敬晃君） 先ほどの消防団活動事

業のところでですね、消防団員の報酬のアップ

を検討されるということだったんですけども、

なかなか今新入団員が入ってこない状況が結構

私も聞いておりまして、結構若い人たちなかな

か実質賃金が上がらない中で余った時間を副業

とかに使われてる方が多いんですよね。そうい
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った中でやっぱり消防団の活動もですね、ぜひ

していただける方が増えるようにですね、早急

に消防団員報酬アップをですね、検討していた

だければというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

○委員（村川清則君） 私どもの消防団時代は

報酬はございませんでした。でも村意識ってい

いますかね、卒業したら消防団に入るものだと

思って自然な流れで入って活動してきました。

今の時代ですから何かそういう村意識っていう

のも次第になくなってきているのは分かります

から非常に難しくなってるんでしょうけれど

も、それでもですね、報酬に限らず初期消火と

かあるいは地元の災害とかには、ぜひ必要な団

体ですので、ぜひ団員の加入といいますか、そ

の辺頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で意

見を終わります。 

 これより採決いたします。 

 議案第１１７号・令和２年度八代市一般会計

歳入歳出決算中、当委員会関係分については、

これを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後２時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４２分 本会） 

◎議案第１２３号・令和２年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１２３号・令和２年度八代市ケ

ーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算につい

て、執行部から説明を願います。 

○総務企画部長（稲本俊一君） それでは、皆

様引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、ケーブルテレビ事業特別会計につ

きましての総括をさせていただきます。着座に

て申し上げます。 

 本市のケーブルテレビ事業は、東陽、泉、坂

本地域におけるテレビ放送の難視聴対策及び地

域間の情報格差是正という本来の役割はもとよ

り、地域における情報伝達手段としての役割も

担っており、中山間地域の方々にとって日常生

活に密着した必要かつ不可欠なサービスとし

て、合併前後の平成１６年度から平成１８年度

にかけて整備されております。 

 開局以降、ケーブルテレビ事業の運営につき

ましては、サービスの維持向上を図りながらＣ

Ｓ番組の統合や運用方法の変更を行い、経費の

削減に努めるなど、適正な経営に努めてまいり

ました。 

 また、さらなる効率化のため、平成２８年度

から指定管理者制度を導入しており、平成３０

年度までの１期目、令和元年度から令和３年度

までの２期目ともに、公募の結果、テレビやつ

しろ株式会社に委託を行っております。 

 そのような中、昨年の豪雨災害によりケーブ

ルテレビ施設も大きな被害を受け、一時は坂本

町の全地域においてサービスが提供できない状

況となりましたが、テレビやつしろなど通信事

業者と連携しながら、早期復旧に努めたところ

でございます。９月には横様、市ノ俣を除く大

半の地域で復旧が済み、令和３年３月には坂本

町全域の復旧が完了いたしております。 

 利用状況についてですが、令和２年度末時点

におけるケーブルテレビの利用世帯数は２６１

０世帯で、前年度より３０６世帯減少してお

り、インターネットサービスの利用世帯数は８
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８７世帯で、前年度より７６世帯減少している

状況でございます。 

 前年度に比べ、テレビ、インターネットとも

に利用者が大幅に減少しておりますのは、豪雨

災害により、坂本町の被災世帯の多くが町外に

避難されているためであります。 

 今後の課題といたしましては、サービス開始

から１０年以上が経過しているため、放送機器

や伝送路などが老朽化し、既に耐用年数を経過

しているものもあるなど、今後、これらの施設

設備の更新や大規模修繕が必要となってまいり

ます。 

 総務費の総括でも申し上げましたように、市

では光ブロードバンド整備に取り組んでおり、

東陽、泉地区は本年６月に整備が完了し、サー

ビスの提供が開始されております。坂本地区に

おきましても、令和４年度をもって整備が完了

する計画でありますことから、この光ブロード

バンドを活用したケーブルテレビの運用ができ

ないか、現在検討を行っているところでござい

ます。 

 今後、中長期的な視点に立ち、より効率的で

効果的なケーブルテレビ事業の運営に取り組ん

でまいります。 

 以上、ケーブルテレビ事業特別会計の総括と

させていただきます。この後、詳細につきまし

ては、デジタル推進課、鋤田課長が御説明いた

しますので、御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）デジタル

推進課の鋤田でございます。よろしくお願いい

たします。失礼して、着座にて説明をさせてい

ただきます。 

 それでは、議案第１２３号・令和２年度八代

市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算に

ついて御説明をさせていただきます。 

 資料のほうは、歳入につきましては八代市特

別会計歳入歳出決算書で、また、歳出につきま

しては、主に主要な施策の成果に関する調書

（その２）を用いて説明させていただきます。 

 では、まず八代市特別会計歳入歳出決算書１

２８ページを御覧いただきたいと思います。 

 まず、実質収支に関する調書でございます

が、歳入・歳出の決算額はそれぞれ総額５７５

７万７０００円で、歳入歳出の差引額はゼロ円

でございます。また、翌年度への繰り越すべき

財源もゼロ円となっております。 

 次に、歳入の内容について御説明をさせてい

ただきます。 

 決算書の１２２ページと１２３ページをお願

いいたします。なお、金額につきましては、１

２３ページの右から４列目の収入済額を１００

０円未満を切り捨てて申し上げます。 

 まず、款１・分担金及び負担金は収入済額ゼ

ロ円で、収入未済額は１２万円でございます。

これは、平成２３年度に新規に加入されました

事業所のケーブルテレビの引込工事費の受益者

分担金で、３０万円のうち、１２万円の未納分

でございまして、令和２年度は入金はございま

せんでした。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、収入済額１２万３０００円、不能欠損額１

４２万２０００円、収入未済額は６１万７００

０円でございます。 

 目１・使用料ですが、平成２８年度から指定

管理者制度を導入しておりますことから、現年

度の使用料金は、指定管理者でありますテレビ

八代株式会社の収入となっており、したがいま

して、決算書にあります使用料収入は全て過年

度分でございます。 

 内訳でございますが、節１・ケーブルテレビ

使用料は納入件数９６件分で収入済額１１万２

０００円、不能欠損額として１１６万１０００

円を計上しており、収入未済額は５１万７００

０円となっております。 
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 節２のインターネット使用料がこちら１件分

で、収入済額１０００円、不納欠損額が２６万

円、収入未済額は１０万円となっております。 

 不納欠損につきましては、八代市債権管理条

例第１０条第１項第５号の生活困窮によるもの

が、ケーブルテレビ使用料で８名分、また、イ

ンターネット使用料で１名分、同条例第１０条

第１項第６号の消滅時効によるものが、ケーブ

ルテレビ使用料で１３８名分、インターネット

使用料で２７名分となっております。 

 また、目２・手数料の節１・督促手数料は、

納入分の督促料９０００円でございます。 

 続きまして、款３・財産収入、項１・財産運

用収入、目１・財産貸付収入、節１・土地建物

貸付収入の６９万９０００円は、ケーブルテレ

ビの信号線である伝送路の貸付料でございまし

て、市所有の伝送路の空き芯を携帯電話基地局

で使用するため、携帯電話事業者に貸し付けて

いるものでございます。 

 次に、款４・繰入金、項１、目１、節１・一

般会計繰入金は収入済額２４３７万８０００円

で、文字放送機器の修繕、令和２年７月豪雨に

伴う指定管理者への補償金などにより、令和元

年度と比較して９２３万円の増額となっており

ます。 

 続きまして、款６・諸収入、項２、目１、節

１・雑入は収入済額１７万６０００円で、落雷

により被害を受けた伝送路及び機器の修繕に対

する災害共済金でございます。 

 続きまして、款７・市債、項１、目１・災害

復旧債、節１・ケーブルテレビ災害復旧債は収

入済額３２２０万円で、令和２年７月豪雨に伴

う施設等の復旧費に充当しております。 

 続きまして、歳出について御説明をさせてい

ただきます。 

 別冊の令和２年度における主要な施策の成果

に関する調書（その２）の２０４ページをお願

いいたします。 

 上段のケーブルテレビ維持管理事業でござい

ますが、こちらは坂本・東陽・泉の各センター

からの伝送路設備やテレビ放送、インターネッ

ト、顧客情報管理など各種システム運用・保守

業務に係る経費及び令和２年７月豪雨によるケ

ーブルテレビのサービス停止に伴い、延べ約１

６００件分の利用者の使用料の減免が発生した

ことから、指定管理者に対する損失補填分とし

て補償金を支出したものでございます。 

 決算額は１３６６万６０００円で、主なもの

としましては、ケーブルテレビ文字放送システ

ム修繕３１６万８０００円、テレビやつしろ株

式会社への指定管理者委託料４８７万円、令和

２年７月豪雨に伴うケーブルテレビ補償金４５

１万６０００円でございます。 

 事業の今後の方向性としましては、５、市に

よる実施、現行どおりとしておりまして、理由

としましては、中山間地域の難視聴対策として

サービスを維持していくため、老朽化した施

設・機器の整備を行う。また、整備に当たって

は光ブロードバンド回線を利用した映像配信な

ど、効率的かつ効果的な整備内容、運営・管理

方法を検討することとしております。 

 次に、下段のケーブルテレビ災害復旧事業

（豪雨災害）は、令和２年７月豪雨で被害を受

けたケーブルテレビ施設・伝送路等設備の修

繕、告知端末の購入費用でございます。 

 決算額は３２２５万４０００円で、ケーブル

テレビ（伝送路全体）の復旧・修繕に２５６５

万４０００円、ＩＰ告知放送受信機３００台分

の購入が６６０万円でございます。 

 最後に、公債費の状況について御説明いたし

ます。申し訳ございませんが、最後ですね、特

別会計決算書の１２６ページ、１２７ページを

お願いをいたします。 

 款２・公債費の支出済額は１１６１万４００

０円で、目１・元金が１１５３万円、目２・利

子が８万３０００円となっております。 
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 公債費の主なものは、平成２６年度に実施し

たインターネット系の設備改修と２７年度に台

風により被害を受けた設備の復旧費用分となっ

ております。なお、令和２年度末における起債

残高は、１億７３０万９０００円となっていま

す。 

 以上、令和２年度八代市ケーブルテレビ事業

特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（髙山正夫君） 決算書の１２３ペー

ジ、この事業はいろんな防災面で必要な事業だ

と思っております。決算上の数字を見た上でで

すね、言いたいんですけど、調定額が上から５

列目の不能欠損ですね。執行停止なり何なりが

あって不能欠損になったっちゅうことでお金が

もう取れないというところで不能欠損があるん

ですけども、収入未済額が６１万７９４０円

と、調定額は２１６万３０００円、何か不能欠

損ありきのように感じるんですけど、ここまで

してもこれをしなきゃいけない事業なのかとい

う、その辺り聞きたいと思います。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 不能欠損

の対応でございますが、まず対応としましては

ですね、この利用料を納入期限までに納入しな

い方につきましては督促状を発行しましてです

ね、督促手数料１００円を徴収するものという

ことで督促を行っております。 

 また、それでもですね、納入されない方につ

きましては、催告状を送付しまして納付を促し

ていると、さらに、特にですね、また悪質なケ

ースにつきましては、電波を停止というような

方法も取っていたと、直営の頃でございますけ

ども、一応そういったところを対応としまして

も、これだけ出たという状況でございます。 

○委員（髙山正夫君） 普通の市税とか、税金

とか、いろんな公租公課があるんですけど、そ

れからすれば何か徴収率が非常に悪いなという

ところを感じますけども、その辺りからお願い

します。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） そうです

ね、パーセンテージはちょっと、数字的なもの

は出しておりますので、たしかにトータルから

するとこの不能欠損額はちょっと大きいなとい

うところでございます。 

 一つ理由としてはですね、２９年度にこの債

権管理条例ということ、条例制定されまして、

毎年それからある程度の額を不能欠損として整

理してきたんですけれども、すいません、昨年

度の手続をですね、ちょっと手続が遅れたとい

う関係で令和元年度分の不能欠損がなされてな

い状況でございました。そういった事情もござ

いまして、今年度はこの不能欠損額がちょっと

額が大きくなったというふうな状況でございま

す。 

 ちなみに、平成３０年度もですね、１０７

件、１０８万円の債権放棄を行っているといっ

た状況でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 使用料等々をお支払い

いただけない方にですよ、電波停止っていうよ

うな措置を直営のときはされてたと、現状はい

かがなんですか。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 指定管理

者のほうに確認しましたところ、現状もです

ね、悪質な滞納の方についてはやはり同様の対

応を行ってらっしゃるということで伺っており

ます。 

○委員（堀 徹男君） 悪質なっていいますの

はどれぐらい……。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 金額があ

る程度高くなってきたらそういった対応を取る



 

－44－

ということでございます。 

○委員（堀 徹男君） 水道とかですね、ガス

とか電気とか、生活に直結するインフラじゃな

い部分での対応をですよ、そういった程度でい

いのかなというのがあるんですけど、民間だっ

たらすぐ２か月、３か月でですね、停止食らう

ような状況だと思うんですよね。その辺につい

てはいかがなお考えをお持ちでしょうかね。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） そうです

ね、現在債権自体はですね、指定管理者のほう

で、こちらのこの決算書に載っている分は現在

も市の債権でございますが、現在利用されてい

る分につきましては指定管理者さんのほうでで

すね、徴収されておりまして、やはりある程度

そうですね、一生懸命回収はされてるといった

状況でございますが、やはりそれでもですね、

滞納というのはあるという話を聞いておりま

す。今現在市としましては過年度分だけです

ね、徴収のほう行っておりますけども、現在の

分は指定管理者さんのほうで努力されて徴収を

行われてるといった状況でございます。 

○委員（堀 徹男君） 現在は指定管理者さん

で運営されているということではそうなんでし

ょうけど、一般会計からですね、出してるわけ

ですから、税金出してる人たちの目から見たら

公平公正はやっぱり担保していただきたいわけ

ですよね。山間部の情報格差是正っていうそも

そもの趣旨は理解しますけど、やっぱり払うべ

きものは払っていただかないとサービスは提供

できないというのは原則だと思うんですよね。

そこはしっかり今の直営だったときの回収も含

めてですね、しっかり考慮いただきたいと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 委員がお

っしゃいますとおりですね、債権の回収に向け

てはですね、指定管理者と一緒にですね、取り

組んでまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

○委員（髙山正夫君） 今の関連ですけど、指

定管理者制度っていうのができてですね、やは

りこういったなかなかちょっと一般的に見れば

甘く見えるようなところがあります。そういっ

た分もありますので、今後やっぱり強くです

ね、その辺りは御指導願いたいというふうに思

います。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければこれより採

決いたします。 

 議案第１２３号・令和２年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計歳入歳出決算については、

これを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部は御退席ください。 

（午後３時０４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０５分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 執行部より発言の申し出があっておりますの

で、これを許可します。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 先ほど御質問があ

りました車検が不要な軽自動車税につきまし

て、収納額が３８５９万３０００円、未納額が

６７万円ということで、収納率は９８.３％で

ございます。 

 ちなみに、その未納の件数は２９０件という
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ことになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） 以上で付託されまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、総務委員会を散会い

たします。 

（午後３時０６分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和３年１０月２９日 

総務委員会 

委 員 長 
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